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報告書の概要 

背景 

配偶者・パートナーの間に生じる暴力であるドメスティック・バイオレンス（以下、DV）は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による生活の変化を受けて、女性に限らずあらゆる性の人々が被害を

受け、助けを求められずにいる可能性が考えられる。そのため、性を問わないあらゆる DV 被害

経験者を対象に、DV 被害の経験の実態と相談行動、そして助けを求めることを妨げる要因を明

らかにすることを目的とした。 

方法 

2021 年 3 月 3～4 日に、過去１年の間に配偶者や親密なパートナーから一定以上の暴力行為

を受けたことがある 20 歳以上の人を対象に、ウェブ調査を実施した。対象者の性自認や性的指

向をふまえて DV 被害を捉えるために、出生時・性自認の性が一致していて異性愛者であるシス

ジェンダーの男性・女性を各 450 人、またそれに該当しない人を 100 人、合計 1000 名となるよう

に回答を収集した。本調査は、特定非営利活動法人 OVA が有識者会議委員会に監修を受け、

法人内に臨時設置された倫理審査委員会の承認を得てから実施した。 

結果 

有効回答は、成人 950 名（シス男性 428 名、シス女性 423 名、その他 99 名）であった。対象者

の性と、暴力行為のパートナーの性との組み合わせは 10 通りに分けられた。 

暴力被害の相手は配偶者が 66.4%、親密なパートナーが 27.7%であった。今回の調査で尋ね

たほとんどの暴力行為は、シスジェンダーの人々に比べて性的マイノリティの人々の経験頻度が

多かった。自分が現在受けている暴力行為に対して、対処の必要性や不当な暴力性を認識して

いる人は、それぞれ約 45%であった。一方、DV であると認識している人は 3 割程度であり、約 4

割の人はいずれの認識もなかった。こういった認識はジェンダーによって差があり、不当な暴力性

や DV の認識は相対的にシスジェンダーの男性に少なく、また、ＤＶ被害を受け入れたり被害者に

も原因があるとするような誤った見方も、シスジェンダー女性以外の対象者に多かった。 

相談行動の相手もジェンダーによって差があり、シスジェンダーの女性は身近な人に、シスジェ

ンダーの男性は公的相談窓口に相談していることが多かった。相談しても無駄である、自分にも

悪いところがある、悩みを相談できる相手がいない、相談窓口を知らない、といった多様な理由
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で、相談行動が妨げられていることが示された。また、自分の受けた暴力行為は自分で解決でき

るものだと考えている場合にも、相談行動は行われていなかった。 

考察 

DV の正しい理解や相談窓口の周知、窓口の相談対応やその効果に関する情報公開など、啓

蒙活動によって、DV 被害についての相談が促されることが示唆された。相談行動を促す場合に

は、デート DV の予防教育、身近な相手への DV ゲートキーパー養成事業、医療従事者への専門

研修などの予防的取組も並行的に実施していくことが望ましいと考えられる。相談体制について

は、あらゆる性に対応できるように、相談手段や相談員の性など、多様な体制を築いていくことが

望ましいと考えられる。 
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I. 背景 

配偶者・パートナーの間に生じる暴力であるドメスティック・バイオレンス（以下、DV）は、被害者

の多くが女性であり、これまで「女性が男性から受ける暴力」として捉えられてきた。そのため男

性や性的マイノリティの被害者には、ほとんど焦点が当てられてこなかった。新型コロナウイルス

感染症（COVID-19）の影響による生活の変化を受けて DV 被害の急増が懸念される昨今、女性

に限らず男性や性的マイノリティの DV 被害者も増加し、助けを求められずにいる可能性があ

る。そのため、その実態や支援のニーズを把握することは急務である。 

特定非営利活動法人 OVA（2020）では、2020 年 6 月に「検索連動型広告を利用した男性 DV

被害者と支援先の実態調査 ―性を問わない DV 相談支援体制の構築を―」をプレスリリースし

た。本調査では、男性ユーザーによる DV 関連語（「DV 男性」「DV 相談」などの検索回数が全

国で年間 287 万回を超える可能性があること、全国の配偶者暴力相談支援センター292 施設の

うち、女性以外の対象者が相談できることをホームページに明記している施設は約１割であったこ

とを明らかにした。以上から、既存の相談支援組織に、単に相談対象者を広げてもらうだけでは、

実態に即した支援を提供するには不十分であり、性を問わない DV 被害の実態とその相談支援

のニーズを把握し、必要な対策を検討する必要があることを問題提起した。 

これを受け、NPO 法人 OVA は「性を問わない DV 被害支援プロジェクト」を開始し、第一に、

性を問わないあらゆる DV 被害経験者の実態を把握し、「誰しも DV 被害に遭う可能性がある」

ことを明らかにすることを目的に本調査を実施した。また、DV 被害者の相談が妨げられている要

因を明らかにし、必要な啓発内容を検討し、性を問わずに「誰しもが DV の相談を受けられる」体

制をつくることを目指した。 

i. 調査目的 

本調査は、性を問わないあらゆる DV 被害経験者に対してウェブ調査を実施し、DV 被害の経

験の実際や、助けを求められない要因を明らかにすることを目的とした。 
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II. 方法 

i. 調査方法 

株式会社クロス・マーケティングに横断調査の実施を依頼し、2021 年 3 月 3 日～3 月 4 日に調

査を実施した。 

ii. 対象者 

クロス・マーケティングのリサーチパネルのうち、調査実施日から過去１年の間に、配偶者や親密な

パートナーから一定以上の暴力行為を受けたことがあり、日本語の読み書きができる 20 歳以上の

人を対象とした。本研究では、対象者の性自認や性的指向を区別して捉えるため、出生時・性自

認の性が一致していて異性愛者であるシスジェンダーの男性・女性を 450 人ずつ、それに該当し

ない人を 100 人、合計 1000 名となるように回答を収集した。 

iii. 調査内容の作成 

特定非営利活動法人 OVA の研究責任者・研究実施者で基本的な内容を検討し、有識者会議

から助言を受け、最終的な調査項目を決定した。 

iv. 調査内容 

（１）スクリーニング項目 

まず、年齢とこれまでの配偶者やパートナーの有無を尋ね、20 歳以上で配偶者やパートナーが

いたことのある者については、（１）出生時に戸籍に記載された性別、（２）現在の性別または性自

認、（３）好きになる相手の性を尋ねた。（１）～（３）は対象者の人数調整に用いた。また、DV 被害

のスクリーニングとして、次の 2 つの尺度項目を用いた。 

一つ目は、片岡（2005）による「女性に対する暴力スクリーニング尺度（Violence Against Women 

Screen: VAWS）」である。VAWS は過去 1 年間の身体的暴力と非身体的暴力を測定する 7 項目

の尺度で、配偶者から DV 被害を受けている日本の周産期の女性をスクリーニングする目的で

開発された。開発経緯は本研究の対象や目的とは異なるが、VAWS の項目は身体的暴力、精神

的暴力、経済的暴力、性的暴力を網羅していること、侵襲性に配慮されて作成されていること、表

現を編集しなくても回答者の性によらずに質問に答えられること、カットオフポイントが設定されて
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いることから、本研究に適用した。「あなたのパートナーは、あなたを殴る、蹴るなどの暴力を振る

うことがありますか?」「あなたとパートナーの間でもめごとが起こった時、話し合いで解決するの

は難しいですか？」等の項目に、1（まったくない／難しくない）～3（よくある／非常に難しい）の 3

件法で回答し、7～16 点の幅を取る。カットオフポイントは 9 点で、片岡（2005）では周産期の女性

328 人中 23.4%が DV 陽性と判定されている。本研究でも VAWS で 9 点以上の者は、本調査項

目の対象者とした。 

二つ目は、その他の暴力行為を測定する尺度である。項目は、内閣府男女共同参画局（2018）

による『男女間における暴力に関する調査（平成 29 年度調査）』で尋ねられている 4 種類の暴力

行為（身体的暴行４項目、心理的攻撃４項目、経済的圧迫３項目、性的強要３項目）と、釜野・北

仲・藤原（2019）の研究チームが性的マイノリティのパートナー間暴力を検討した調査で用いた 3

種類の暴力行為（身体的暴力 8 項目、性的暴力 3 項目、精神的暴力 13 項目）、それぞれの項目

から収集した。重複項目は削除した結果 18 項目となった。一部の項目は、どの性にも対応する表

現に修正した。尋ね方は VAWS と同様で、過去 1 年間にそれぞれの暴力行為を受けた頻度を 3

件法で尋ね、得点は 18～64 点の幅をとる。これらの項目にはカットオフポイントが存在しないた

め、本研究ではいずれか一つの暴力行為でも「よくある」と回答した者や、二つ以上の暴力行為を

「ときどきある」と回答した者が該当するように、基準を 20 点以上に定めた。そのため、VAWS で

9 点以上に該当しなくても、その他の暴力行為で 20 点以上になった者は、本調査項目の対象と

なった。 

（２）本調査項目 

配偶者・パートナーについて：性別（男性、女性、その他）、当時・現在の関係性（配偶者、親密な

パートナー、元配偶者、離別したパートナー、その他）、暴力行為が継続しているか否か、継続年

月数を尋ねた。 

暴力に関する認識：回答者が配偶者・パートナーからの行為について、対処する必要性を認識

していたか、不当な暴力であると思っていたか、DV であると思っていたかどうかをそれぞれ尋ね

た。 

身近な相手への相談行動：選択肢に挙げる身近な周囲の人にパートナーからの行為を相談し

たかどうか、相談をした場合は相談した結果としての状況の変化の有無を尋ねた。また、相談した

理由あるいは相談していない理由を自由記述と選択肢で尋ねた。それぞれの理由の選択肢は、

「相談行動の利益・コスト尺度改訂版」（永井・新井，2008）、および「消費者白書」（2013）等を参照

して作成した。 
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公的相談窓口への相談行動：パートナーからの行為について相談できる公的相談窓口を知っ

ていたか尋ね、知っている場合は自由記述で尋ねた。また、選択肢に挙げる公的相談窓口にパー

トナーからの行為を相談したかどうか、相談した結果、相談した理由･相談していない理由を（４）

と同様に尋ねた。 

相談体制：DV について相談する場合に、相談しやすい手段、相談員の性別を選択肢で尋ね

た。また、その他の相談しやすくなるための条件を自由記述で尋ねた。 

DV に対する認知：周・安達（2012）が開発した「婚姻暴力認知尺度」22 項目を用いた。原尺度

は在日中国人女性の婚姻暴力に対する認知を測定することを目的に中国語で開発され、「婚姻

暴力への対応態度および被害原因への追究」「夫が暴力を振るうことへの寛容度」「婚姻暴力の

受け入れ程度」「被害者である妻への見方」「加害者である夫及び被害者である夫への見方」の 5

因子から成る。本研究で用いるにあたって、周・安達（2012）の論文で紹介されている日本語の項

目の表現について、「夫から妻への暴力」や「婚姻暴力」に限定しない表現（例：パートナー、被害

者、加害者、DV など）に修正した。また、「私は婚姻の中で夫の権利は妻より強いと思う」「逆に、

もし夫が妻に暴力を加えられれば、それは面目のないことである」の 2 項目に関しては、男女の別

を項目に反映する必要があると考えられたため、それぞれ「パートナーとの関係性において、男性

の権利は女性より強いと思う。」「もし、男性が女性に DV を加えられれば、それは面目のないこと

である。」という表現に修正した。「１：全くそう思わない」～「４：非常にそう思う」の４件法で回答を

得た。また、本尺度の最後に、ウェブ調査に正確に回答しているかどうかを測るダミー項目を 1 項

目含めた。 

属性：回答者の属性（居住地、勤務状況、最終学歴、母語）を最後に尋ねた。 

v. 分析 

クロス・マーケティングより納品された CSV データを基に、統計ソフト HAD ver.17_104（清水、

2016）を用いて解析を行った。 

vi. 倫理的配慮 

本調査の実施に当たって、対象者にはデータの取り扱いや個人情報を調査内容に含んでいな

いこと、データが 5 年間保存されること、調査協力や回答の任意性に関する説明を画面に提示

し、説明文を読んだ上で回答のページに進むように設定した。調査への回答をもって研究参加へ

の同意を得たこととした。 
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調査には、詳細な暴力行為や暴力に対する認識を問う質問項目が含まれるため、被害経験の

ある者が回答する際には、精神的苦痛を感じたり希死念慮が刺激されたりする危険性がある。そ

のため事前の説明には、暴力行為の経験について尋ねるアンケートであることを明記し、アンケー

トへ回答するかどうかをよく検討してもらうことを促した。また、回答の途中で気持ちの落ち込み

を感じる等した場合には、回答の中止を検討することも同時に依頼した。 

調査の対象者が各ページに配置された「回答をやめる」ボタンをクリックして回答を中断した場

合、及び回答を全て終了した後には、DV の相談先や DV に関するパンフレット（内閣府男女共同

参画局, 2017）、研究責任者･実施者の連絡先を案内するフォローページを提示した。 

本研究は、法人内に臨時設置された倫理審査委員会の承認を得て実施した。調査協力者に

は、クロス・マーケティングから謝礼としてポイントが支払われた。 

vii. 研究実施体制 

本研究は、特定非営利活動法人 OVA が有識者会議委員会に監修を受けて実施したものであ

る。実施に携わった者は下記の通りである。 

 

表 1 本研究の実施体制 

役割 氏名 所属 

研究代表・責任者 伊藤 次郎 NPO 法人 OVA 代表理事 

研究実施者・報告書執筆 髙橋 あすみ NPO 法人 OVA 認定研究員 

北星学園大学文学部 助教 

有識者会議委員会 

（50 音順） 

飯田 敏晴 立教大学現代心理学部 特任准教授 

齋藤 梓 目白大学心理学部 専任講師 

末木 新 和光大学現代人間学部 教授 

永井 智 立正大学心理学部 教授 

本田 真大 北海道教育大学教育学部 准教授 

アドバイザリー 北仲 千里 広島大学ハラスメント相談室 准教授 
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III.結果 

i. 有効回答 

シスジェンダーの男性 450 名とシスジェンダーの女性 450 名、その他の性や恋愛対象を有する

100 名の合計 1000 名から回答を得た。 

暴力行為の相手を「いない」と回答した 3 名と「両親」と回答した１名、また暴力が「最近１年間な

い」と自由記述で回答していた２名、「その他の暴力行為」の尺度全項目が未回答だった１名、事

前の説明文を読んだかどうかを確認していない 43 名は対象から除外し、残った 950 名（シス男

性 428 名、シス女性 423 名、その他 99 名）のデータを分析対象とした。 

また、婚姻暴力認知尺度に含まれるダミー項目に不正答、もしくは婚姻暴力認知尺度を全て同

一回答としていた合計 138 名は、集計には用いたが婚姻暴力認知尺度を用いた分析からは除外

した。そのため、婚姻暴力認知尺度を用いた分析の対象者は、775 名（シス男性 340 名、シス女

性 374 名、その他 61 名）であった。 

ii. 対象者の属性 

（１）年代 

有効回答 950 名の平均年齢は 44.7 歳（SD=12.58）で、20 代が 152 名（16.0％）、30 代が 220

名（23.2%）、40 代が 235 名（24.7%）、50 代が 197 名（20.7％）、60 代が 146 名（15.4%）であった。 

  

20代

16.0%

30代

23.2%

40代

24.7%

50代

20.7%

60代

15.4%

図1 対象者の年代
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（２）性・好きになる相手の性 

出生時の性別と現在の性別・性自認のクロス表を表 2 に示した。シス男性が 462 名（48.6%）、

シス女性が 470 名（49.5%）、出生時が男性で現在の性別・性自認が女性である MTF が 9 名

（0.9%）、出生時が女性で現在の性別・性自認が男性である FTM が 5 名（0.5%）、現在の性別・

性自認が「ない」「中間」「ノンバイナリー」と回答した人（以下、X ジェンダーとする）が 4 名（0.4%）

であった。この組み合わせによる区分を以下「ジェンダー」と表記する。 

 対象者のジェンダーと恋愛対象のクロス表は表 3 に示した。恋愛対象が異性である者は 856

名（90.1%）、同性である者*は 42 名（4.4%）、両性は 23 名（2.4%）、性を問わないのは 26 名

（2.7%）であった。その他と回答した 3 名（0.3%）は恋愛対象がない、興味がないと回答していた。 

  

表 2 出生時の性別と現在の性別・性自認 

現在の性別・性自認 
出生時の性別 

男性 女性 小計 

男性 462 5 467 

女性 9 470 479 

その他 1 3 4 

小計 472 478 950 

  

表 3 ジェンダーと恋愛対象 

ジェンダー 
恋愛対象 

男性 女性 両性 性は問わない 興味がない 

シス男性 (n=462) 19* 428 12 3 0 

シス女性 (n=470) 423 17* 7 20 3 

MTF (n=9) 2 3* 3 1 0 

FTM (n=5) 3* 2 0 0 0 

X ジェンダー (n=4) 0 1 1 2 0 

小計 447 451 23 26 3 

（注）恋愛対象が同性である者* 
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（３）居住地 

対象者の居住地は、中小都市が最も多い 391 名（41.2%）で、大都市の郊外 272 名（28.6%）、

大都市の中心部 151 名（15.9%）、町村部 114 名（12.0%）、人家がまばらな農山漁村 22 名（2.3%）

であった。 

 

（４）在職状況 

パートやアルバイトを含めて働いている人が 673 名（70.8%）と大半を占めた。休職中が 39 名

（4.1%）、学生が 5 名（0.5%）、無職が 233 名（24.5%）であった。 

 
  

大都市中心部

15.9%

大都市の

郊外

28.6%中小都市

41.2%

町村部

12.0%

人家がまばらな

農山漁村

2.3%

図2 対象者の居住地

在職

70.8%

休職中

4.1%

学生

0.5%

無職

24.5%

図3 対象者の在職状況



14 
 

（５）最終学歴 

大学中退／卒業が 410 名（43.2%）と最も多く、高校中退／卒業 243 名（25.6%）、専門学校中

退／卒業 123 名（12.9%）、短期大学中退／卒業 104 名（10.9%）、大学院中退／卒業 52 名

（5.5%）、中学卒業 18 名（1.9%）であった。 

 

（６）母語 

母語は 940 名（94.7%）が日本語であったのに対し、英語が 6 名（0.6%）、中国語が 4 名（0.4%）

含まれていた。 

  

iii. 暴力行為の相手 

（１）相手の性  

１年以内に暴力行為を行った配偶者・パートナーの性別は、男性が 508 名（53.5%）、女性が 442

名（46.5%）で、その他の性の相手はいなかった。対象者のジェンダーとの組み合わせを表 4 に示

した。今まで典型例として考えられてきた、被害者がシス女性で加害者がシス男性である組み合

わせは 436 名（45.9％）で最も多く、被害者がシス男性で加害者がシス女性の組み合わせは 403

名（42.4％）、相手が同性の組み合わせ*（シス男性 vs 男性、シス女性 vs 女性、MTF vs 女性、

FTM vs 男性）は 100 名（10.5%）であった。  

中学卒業

1.9%

高校中退／

卒業

25.6%

専門学校中退

／卒業

12.9%

短期大学中退／

卒業

10.9%

大学中退／

卒業

43.2%

大学院中退／卒業

5.5%

図4 対象者の学歴
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表 4 対象者のジェンダーとパートナーの性別 

対象者のジェンダー 
パートナーの性別 

男性(n=508) 女性(n=442) 

シスジェンダー男性 (n=462) 59 403 

シスジェンダー女性 (n=470) 436 34 

MTF (n=9) 6 3 

FTM (n=5) 4 1 

X ジェンダー (n=4) 3 1 

  

（２）相手との関係性 

表 5 には、暴力行為の相手との関係性を、暴力行為が始まった当時と現在とに分けて示した。

当時は配偶者が最も多い 631 名（66.4％）を占め、次いで親密なパートナーが 263 名（27.7%）、

離別したパートナーが 39 名（4.1%）、元配偶者が 13 名（1.4%）であった。現在は、離別したパート

ナーが 157 名（16.5%）、元配偶者が 42 名（4.4%）に増加していて、親密な関係性が続いていない

場合も多かった。 

表 5 パートナーとの関係性 

当時の関係性 

現在の関係性 

配偶者

(n=598) 

親密な 

パートナー

(n=137) 

元配偶者

(n=42) 

離別した 

パートナー

(n=157) 

その他

(n=16) 

配偶者(n=631) 569 4 26 28 4 

親密なパートナー(n=263) 28 131 5 94 5 

元配偶者(n=13) 0 1 10 1 1 

離別したパートナー(n=39) 1 1 1 34 2 

その他(n=4) 0 0 0 0 4 

iv. 暴力行為の被害経験 

（１）分析準備 

本調査で独自に用いた「その他の暴力行為」の 18 項目に対して最尤法による因子分析を行っ

た。スクリープロット基準から 2 因子解を採用し、最尤法（プロマックス回転）による因子分析を行
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った。結果を表 6 に示す。「生活費を渡さなかった」のみ因子寄与率が.34 とやや低いが、暴力行

為として重要であるため、項目は残したままとした。 

第１因子は、身体的・経済的な暴力や関係性を制限する暴力など 13 項目から成り、「物理的

DV」因子と名付けた。第 2 因子は精神的な暴力の 5 項目で構成されることから「心理的 DV」と

名付けた。 

 

表 6 その他の暴力行為項目の因子分析結果 

項目 Factor1 Factor2 共通性 

5. 刃物やその他の凶器を使うと脅したり、実際に使ったりした .866 -.168 .569 

6. 窒息させようとしたり、やけどを負わせたりした .823 -.065 .604 

11. 男性と話すと怒った .740 -.002 .545 

13. あなたの友達に会わせないようにした .735 .086 .639 

16. あなた自身や、家族・友人などあなたにとって大切な人を、 

傷つけると脅した 
.691 .123 .615 

12. 女性と話すと怒った  .666 -.045 .401 

10. 浮気をしているのではないかと、しつこく疑った .637 .028 .432 

4. 避妊に協力しなかった  .582 -.003 .336 

3. あなたが働くことを妨害した .524 .252 .528 

9. あなたがどこにいるのか常に知ろうとした .491 .197 .419 

2. 貯金を勝手に使われた .487 .109 .325 

14. 実家や親族との付き合いを制限した .465 .312 .523 

１． 生活費を渡さなかった .335 .229 .275 

7. 侮辱したり、自尊心を傷つけるようなことを言ったりした -.091 .812 .561 

8. 無視したり、冷たく扱ったりした -.165 .780 .450 

15. 人前でけなしたり、恥をかかせるようなことを言ったりした .133 .624 .527 

18. あなたに「だれのおかげでお前は食べられるんだ」等と言った .150 .566 .466 

17. あなたが病気で寝込んでいるときでも、家事をせずにあなたに

させた 
.184 .514 .435 

  

ここからは、配偶者・パートナーとの性の組み合わせによって暴力行為の被害経験が異なるか

どうかを調べるために、対象者のジェンダーvs パートナー性別をＡ群：シス女性 vs 男性（n=436）、

Ｂ群：シス男性 vs 女性（n=403）、Ｃ群：その他（n=111）に分けて分析することにした。  
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（２）暴力の経験頻度

まず、VAWS とその他の暴力行為の各項目について、群別の経験頻度を表 7 に示した。

VAWS では「７．もめごとが起こった時、話し合いで解決するのは難しい」がどの群でも経験率が

高く、「ときどき」と「よくある」を合わせると A 群では 71.3%、B 群では 68.5%、C 群では 78.4%で

あった。次いで、A 群と B 群は「３．気に入らないことがあると大きな声で怒鳴ったりする」が

60.3%、61.0%と同程度に高く、C 群では「４．怒って壁をたたいたり、物を投げたりする」「５．パート

ナーのやることや言うことを怖いと感じる」が同率 51.4%で高かった。

表 7 群ごとの VAWS 各項目の経験頻度 

項目 群
ない ときどき よくある

n % n % n % 

1.殴る、蹴るなどの暴力を振る

う

A 341 78.2 79 18.1 16 3.7 

B 316 78.4 75 18.6 12 3.0 

C 73 65.8 30 27.0 8 7.2 

2.たたく、強く押す、腕をぐいっ

と引っ張るなど強引にふるま

う

A 329 75.5 90 20.6 17 3.9 

B 291 72.2 100 24.8 12 3.0 

C 70 63.1 37 33.3 4 3.6 

3.気に入らないことがあると大

きな声で怒鳴ったりする

A 173 39.7 204 46.8 59 13.5 

B 157 39.0 206 51.1 40 9.9 

C 55 49.5 43 38.7 13 11.7 

4.怒って壁をたたいたり、物を

投げたりする

A 247 56.7 160 36.7 29 6.7 

B 263 65.3 121 30.0 19 4.7 

C 54 48.6 44 39.6 13 11.7 

5.パートナーのやることや言うこ

とを怖いと感じる

A 181 41.5 205 47.0 50 11.5 

B 225 55.8 158 39.2 20 5.0 

C 54 48.6 43 38.7 14 12.6 

6.気が進まないのにパートナー

から性的な行為を強いられる

A 264 60.6 129 29.6 43 9.9 

B 309 76.7 62 15.4 32 7.9 

C 63 56.8 39 35.1 9 8.1 

7.もめごとが起こった時、話し合

いで解決するのは難しい

A 125 28.7 213 48.9 98 22.5 

B 127 31.5 199 49.4 77 19.1 

C 24 21.6 60 54.1 27 24.3 
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その他の暴力行為（表 8）については、「８．無視したり、冷たく扱ったりした」がどの群でも経験

率が高く、「ときどき」と「よくある」を合わせると A 群が 46.1%、B 群が 45.7%、C 群が 51.4%だっ

た。次いで、「７．侮辱したり、自尊心を傷つけるようなことを言ったりした」が A 群 39.7%、B 群

35.5%、C 群 47.7%と高かった。全体的に C 群の経験率の高さが目立った。 

表 8-1 群ごとのその他の暴力行為の経験頻度 

項目 群
ない ときどき よくある

n % n % n % 

1. 生活費を渡さなかった

A 348 79.8 56 12.8 32 7.3 

B 344 85.4 38 9.4 21 5.2 

C 69 62.2 31 27.9 11 9.9 

2. 貯金を勝手に使われた

A 376 86.2 42 9.6 18 4.1 

B 315 78.2 71 17.6 17 4.2 

C 63 56.8 40 36.0 8 7.2 

3. あなたが働くことを妨害した

A 374 85.8 45 10.3 17 3.9 

B 325 80.6 64 15.9 14 3.5 

C 71 64.0 28 25.2 12 10.8 

4. 避妊に協力しなかった

A 338 77.5 57 13.1 41 9.4 

B 349 86.6 40 9.9 14 3.5 

C 66 59.5 31 27.9 14 12.6 

5. 刃物やその他の凶器を使うと

脅したり、実際に使ったりした 

A 421 96.6 8 1.8 7 1.6 

B 358 88.8 34 8.4 11 2.7 

C 78 70.3 25 22.5 8 7.2 

6. 窒息させようとしたり、やけど

を負わせたりした

A 411 94.3 17 3.9 8 1.8 

B 367 91.1 27 6.7 9 2.2 

C 79 71.2 23 20.7 9 8.1 

7. 侮辱したり、自尊心を傷つけ

るようなことを言ったりした

A 263 60.3 114 26.1 59 13.5 

B 260 64.5 108 26.8 35 8.7 

C 58 52.3 39 35.1 14 12.6 

8. 無視したり、冷たく扱ったりし

た

A 235 53.9 144 33.0 57 13.1 

B 219 54.3 144 35.7 40 9.9 

C 54 48.6 44 39.6 13 11.7 

9. あなたがどこにいるのか常に

知ろうとした

A 331 75.9 70 16.1 35 8.0 

B 294 73.0 82 20.3 27 6.7 

C 66 59.5 33 29.7 12 10.8 
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表 8-2 群ごとのその他の暴力行為の経験頻度（つづき） 

項目 群
ない ときどき よくある

n % n % n % 

10. 浮気をしているのではない

かと、しつこく疑った

A 369 84.6 40 9.2 27 6.2 

B 292 72.5 95 23.6 16 4.0 

C 67 60.4 35 31.5 9 8.1 

11. 男性と話すと怒った

A 373 85.6 42 9.6 21 4.8 

B 364 90.3 26 6.5 13 3.2 

C 65 58.6 34 30.6 12 10.8 

12. 女性と話すと怒った

A 411 94.3 14 3.2 11 2.5 

B 300 74.4 75 18.6 28 6.9 

C 72 64.9 27 24.3 12 10.8 

13. あなたの友達に会わせない

ようにした

A 391 89.7 27 6.2 18 4.1 

B 334 82.9 52 12.9 17 4.2 

C 74 66.7 29 26.1 8 7.2 

14. 実家や親族との付き合いを

制限した

A 383 87.8 34 7.8 19 4.4 

B 326 80.9 56 13.9 21 5.2 

C 74 66.7 26 23.4 11 9.9 

15. 人前でけなしたり、恥をかか

せるようなことを言ったりした 

A 352 80.7 59 13.5 25 5.7 

B 324 80.4 62 15.4 17 4.2 

C 73 65.8 31 27.9 7 6.3 

16. あなた自身や、家族・友人な

どあなたにとって大切な人

を、傷つけると脅した

A 406 93.1 15 3.4 15 3.4 

B 348 86.4 39 9.7 16 4.0 

C 78 70.3 24 21.6 9 8.1 

17. あなたが病気で寝込んでい

るときでも、家事をせずにあ

なたにさせた

A 315 72.2 79 18.1 42 9.6 

B 336 83.4 46 11.4 21 5.2 

C 73 65.8 24 21.6 14 12.6 

18. あなたに「だれのおかげでお

前は食べられるんだ」等と言

った

A 320 73.4 77 17.7 39 8.9 

B 355 88.1 36 8.9 12 3.0 

C 71 64.0 30 27.0 10 9.0 
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（３）VAWSの得点 

VAWSの 7項目の合計得点の分布は下記の通りである。平均は 10.71（SD=2.80）であり、7～

10点までで対象者の約 60%を占めた。 

 

群別の平均点は、A群が 10.91（SD=0.13）、B

群が 10.34（SD=0.14）、C群が 11.25（SD=0.26）で

あり、B群と比較して A群（p=.006）、C群

（p=.007）の方がそれぞれ有意に高かった

（F(2,949)=6.83, p<.001, 偏η2=.01）。 

 

（４）その他の暴力行為の得点 

その他の暴力行為の中で、物理的 DVの 13項

目と、心理的 DVの 5項目の合計得点の分布はそれぞれ下記の通りである。物理的 DVは 13～

39点の幅を取り、平均は 15.96（SD=4.76）であったが、いずれの行為も受けていない 13点の人

が約４割と最も多かった。心理的 DVは、5～15点の幅を取り、平均は 6.94（SD=2.38）で、これも

いずれの行為も受けていない 5点の人が約 4割であった。 
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0

100

200

300

400

500

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 39

人
数

物理的DV因子

図7-1 対象者の物理的DVの合計点の分布

7

8

9

10

11

12

13

14

V
A
W
S
合
計
点

図6 群別のVAWS平均点

C群

B群

A群



21 

 

 

物理的 DV因子の合計点は、A群が 15.31（SD=0.22）、B群が 15.85（SD=0.23）、C群が 18.91

（SD=0.44）で、A群と B群に比べて C群が有意に高かった（F(2,949)=26.94, p<.001, 偏η2=.05; 

多重比較はどちらも p<.001）。 

心理的 DV因子の得点は、A群が 7.10（SD=0.11）、B群が 6.60（SD=0.12）、C群が 7.56

（SD=0.22）で、B群が A群（p=.004）と C群（p=.001）に比べて有意に低かった（F(2,949)=8.96, 

p<.001, 偏η2=.02）。 

  

図 8 群別の物理的・心理的 DV平均点 

（５）暴力行為被害経験の属性による差 

対象者の属性によって暴力行為の被害経験に差があるかを検討するため、VAWSとその他の

暴力行為の合計の平均点を、年齢については相関分析で、居住地、在職状況、最終学歴は属性

別に分散分析で比較した。 

年齢との相関係数は、VAWS合計点が r=－.11、物理的 DV因子得点が r=－.27、心理的 DV

因子が r=－.05であり、物理的 DVのみ年齢と弱い負の相関がみられた。居住地、在職状況、最

終学歴の違いによって VAWSの得点に有意な差は認められなかった。 
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その他の暴力行為については、物理的 DV因子得点のみ、居住地（F(4,949)=4.62, p=.001, 偏

η2=.02）、在職状況（F(3,949)=9.72, p<.001, 偏η2=.03）、学歴（F(5,949)=3.88, p=.002, 偏η2=.02）

によって有意な差が見られた。 

居住地については、農山漁村に住んでいる者がほかの居住地に住んでいる者より得点が高か

った（大都市中心部 p=.044、大都市郊外 p=.025、中小都市 p=.002、町村部 p=.004）。 

 

在職状況については、無職者が在職者（p=.036）、休職者（p<.001）に比べて低く、在職者は休

職者（p<.001）よりは低かった。 

 

学歴については、中学卒業である人が高校（p=.002）、専門学校（p=.002）、短大（p=.008）、大学

（p=.005）をそれぞれ中退／卒業した人より高かった。  
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（６）暴力行為の継続性 

VAWS やその他の暴力行為のうち、一つ以上の行為が今も継続していると回答したのは 361

名（38.0%）であった。A 群は 157 名（36.0%）、B 群は 153 名（38.0%）、C 群は 51 名（46.0%）が継

続していると回答し、群による有意差は見られなかった。 

平均継続年数は A 群が 6.9 年、B 群が 5.1 年、C 群が 4.9 年で、B 群より A 群が有意に長かっ

た（F(2,947)=5.11, p=.006, 偏η2=.01）。 

暴力の継続年数は年齢と弱い正の相関があった（r=.37, p<.001）。一方、継続年数と尺度得点

はほとんど関連がなく、VAWS は r=.07、その他の暴力行為は r=.03、物理的 DV は r=－.03、心

理的 DV は r=.16 であった。 

  

v. 暴力行為に関する認識 

（１）現在も暴力行為が継続している人の認識 

現在も暴力行為が継続していると回答した 361 名のうち、暴力行為について対処必要性を認

識しているのは 167 名（46.3%）、不当な暴力であると認識しているのは 163 名（45.2%）、DV であ

ると認識しているのは 117 名（32.4%）であった。すべての認識がある人は 79 名（21.9%）で、いず

れの認識もない人は 141 名（39.1%）であった。それぞれの認識のベン図を図 12 に示した。 

 
図 12 現在も暴力が継続している対象者の認識 

 

群別では、対処の必要性の認識があるのは A 群 68 名（43.3%）、B 群 69 名（45.1%）、C 群 30

名（58.8%）で、群による有意差はなかった。また、不当な暴力の認識があるのは A 群 82 名

（52.2%）、B 群 55 名（36.0%）、C 群 26 名（51.0%）で、群によってばらつきがあり（χ2(2)=9.11, 
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p=.011, V=.16）、A 群に多く（p<.05）、B 群に少なかった（p<.01）。DV の認識があるのは A 群 54

名（34.4%）、B 群 39 名（25.5%）、C 群 24 名（47.1%）で、群によってばらつきがあり（χ2(2)=8.62, 

p=.013, V=.16）、B 群に少なく（p<.05）、C 群に多かった（p<.05）。 

（２）過去に暴力行為があった人の当時の認識 

過去に暴力行為があった 589 名のうち、暴力行為について対処必要性を認識していたのは

173 名（29.4%）、不当な暴力であると認識しているのは 167 名（28.4%）、DV であると認識してい

たのは 86 名（14.6%）であった。いずれの認識もなかった人は 342 名（58.1%）であり、すべての認

識があった人は 61 名（10.4%）であった。それぞれの認識のベン図を図 13 に示した。 

 
図 13 過去に暴力行為があった対象者の当時の認識 

群別では、対処の必要性の認識があったのは A 群 104 名（37.3%）、B 群 61 名（24.4%）、C 群

8 名（13.3%）で、群によってばらつきがあり（χ2(2)=9.11, p=.011, V=.16）、A 群で多く（p<.001）、B

群（p<.05）、C 群（p<.01）で有意に少なかった。また、不当な暴力の認識があるのは A 群 116 名

（41.6%）、B 群 42 名（16.8%）、C 群 9 名（15.0%）で、群によってばらつきがあり（χ2(2)=45.71, 

p<.001, V=.28）、A 群に多く（p<.001）、B 群（p<.001）と C 群で少なかった（p=.015）。DV の認識が

あるのは A 群 55 名（19.7%）、B 群 20 名（8.0%）、C 群 11 名（18.3%）でこれも群によってばらつ

きがあり（χ2(2)=15.25, p<.001, V=.16）、A 群に多く（p<.01）、B 群に少なかった（p<.001）。 

（３）暴力行為への認識と被害経験の関連 

それぞれの認識と暴力行為の被害程度の関連を見るため、3 種類の認識について現在または

過去の有無別に対象者を 4 群に分けて、VAWS とその他の暴力行為の合計得点の平均値の差

を分散分析で検討した。 
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対処の必要性の認識の有無によって VAWSの得点には有意なばらつきがあり

（F(3,946)=30.02, p<.001, 偏η2=.09）、現在と過去に認識がない群以外の群間差が有意であっ

た。物理的 DVは、現在認識がある群が他の 3群に比べて有意に高かった（F(3,946)=20.04, 

p<.001, 偏η2=.06）。心理的 DV因子は、現在認識のない群と過去に認識がある群以外の群間差

が有意であった（F(3,946)=39.27, p<.001, 偏η2=.11）。 

  

図 14 対処の必要性の認識と VAWS、物理的 DV、心理的 DVとの関連 

また、不当な暴力の認識によっても VAWSの得点にはばらつきがあり（F(3,946)=40.21, 

p<.001, 偏η2=.11）、すべての群間差が有意であった。物理的 DV因子は、現在認識がある群が

他の 3群に比べて有意に高かった（F(3,946)=10.51, p<.001, 偏η2=.03）。心理的 DV因子は、現

在認識のない群と過去に認識がある群以外の群間差が有意であった（F(3,946)=35.31, p<.001, 

偏η2=.10）。 

  

図 15 不当な暴力の認識と VAWS、物理的 DV、心理的 DVとの関連 
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最後に、DVの認識によって VAWSの得点にもばらつきがあり（F(3,946)=49.69, p<.001, 偏η

2=.14）、現在認識のある群と過去認識のある群以外の群間差が有意であった。物理的 DV因子

は、現在認識がない群と過去 DVのあった群との間に有意な差はなかったが、その他の群間差が

有意であった（F(3,946)=20.40, p<.001, 偏η2=.06）。心理的 DV因子は全ての群間差が認められ

た（F(3,946)=43.99, p<.001, 偏η2=.12）。 

 

図 16 DVの認識と VAWS、物理的 DV、心理的 DVとの関連 

（４）暴力継続年数と認識の関連 

 暴力に対する認識の有無が、暴力継続年数によって異なるかどうかを相関分析で検討した。

現在暴力の被害が続いている人の暴力継続年数は、対処の必要性の認識（r=.11）、不当な暴力

の認識（r=.01）、DVの認識（r=.06）のいずれとも相関はなかった。過去に暴力があった人の暴力

継続年数は、対処の必要性の認識（r=－.09）とは関連がなかったが、不当な暴力の認識（r=

－.18）と DVの認識（r=－.13）の相関係数から、暴力が過去に長く続いていたほど当時「不当な

暴力である」「DVである」という認識が弱い傾向があった。 
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vi. DV の認知 

（１）婚姻暴力認知尺度の分析準備 

婚姻暴力認知尺度のデータから DV の認知を明らかにするため、ここでは「ⅰ.有効回答」で述

べた 775 名のデータを用いた。 

本研究で用いた婚姻暴力認知尺度の項目は、周・安達（2012）と項目内容や対象が異なるた

め、はじめに因子構造を検討した。まず平均値と標準偏差から床効果、天井効果を確認したとこ

ろ、6 項目（Q7、9、10、13、14、18）に床効果、1 項目に天井効果（Q22）が認められた。つまり、床効

果を示した 6 項目については同意する人が少なく、天井効果の 1 項目はほとんどの人が同意し

たこととなり、パートナーの DV について「受け入れるべきである」と考えている人は今回の対象

者にほとんど含まれなかった。 

 

表 9 婚姻暴力認知尺度で床・天井効果を示した項目 

Q 項目 M SD 

7 時にはパートナーが DV を行うことは、やむを得ないことである。 1.65 0.74 

9 被害者であるパートナーは、相手からの DV を寛容し我慢すべきである。 1.57 0.68 

10 
円満な家庭・関係のためには、被害者はパートナーから離れるべきではな

い。 
1.74 0.75 

13 子どもの成長のため、被害者はできるだけ DV を受け入れた方がよい。 1.51 0.67 

14 
パートナーからの DV に対して、円満な家庭・関係のために被害者はこのよ

うな運命を受け入れるべきである。 
1.55 0.68 

18 パートナーが DV を行うことは、必ずしも間違いではない。 1.66 0.72 

22 パートナーに DV を行うことは、最悪のことである。 3.03 0.97 

  

したがって、以上の７項目は除外して残りの 15 項目で探索的因子分析を行った。スクリープロ

ット基準と固有値の減少から 3 因子解で因子分析を繰り返したが、因子の信頼性が低かったた

め、2 因子解で再度因子分析（最尤法・プロマックス回転）を行った。因子負荷量.35 と共通性を

基準に 3 項目（Q1、6、21）を削除し、最終的に 12 項目 2 因子解を採用した（表 10 参照）。 

第１因子は、DV 被害の受け入れや被害者にも原因があるとするような誤った見方に関する８項

目で、「ＤＶ被害への誤った見方」と名付けた。第２因子は、DV は起きても仕方がないと捉える４

項目で、「DV の蓋然性の高さ」と名付けた。 

信頼性α係数は第 1 因子がα=.84、第 2 因子がα=.64 であった。「DV 被害への誤った見方」

と「DV の蓋然性の高さ」の因子間相関は r=.43 であった。  
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表 10  DV 認知尺度の因子得点 

Q 項目 Ⅰ Ⅱ 共通性 

16 被害者は、自分にも間違いがあるから DV を受けた。 .77 -.04 .57 

11 パートナーが衝動的に DV を行っても、被害が酷くなければ許される

べきである。 

.73 -.04 .51 

17 もし不倫・浮気が発生したならば、パートナーに DV を受けても仕方

ない。 

.72 -.08 .46 

19 パートナーに DV を行うのは一時的に自分をコントロールできなくな

るからであり、被害者がうまく対応すれば改善できる。 

.68 -.02 .44 

12 DV が発生する一部の原因には、被害者が強情すぎることがある。 .63 .07 .45 

20 もし、普段 DV を行っている加害者が被害者に DV を加えられれば、

それは面目のないことである。 

.57 -.04 .31 

15 DV は公にせず、できるだけ密かに解決すべきである。 .53 .08 .33 

5 もし被害者であるパートナーが相手に従うならば、DV が発生するこ

とはありえない。 

.49 .00 .24 

3 もし近所で DV 事件が発生したら、自分はできるだけ干渉しない方が

よいと思う。 

-.08 .60 .32 

8 時にはパートナーが DV を行うことは、コントロールできない。 .02 .48 .24 

2 加害者であるパートナーがもし過ちを改めることを望むならば、被害

者は謝る機会を与えてあげるべきである。 

.10 .48 .30 

4 性別によって異なった生物学的特性を持つため、DV は起こりうる。 .10 .45 .26 

21 もし DV があるならば、被害者は公的な相談機関や警察に通報し、解

決に協力してもらうべきである。 

.18 -.38 .10 

1 パートナーからの DV があまり酷くなければ、すべて受け入れること

ができる。 

.28 .33 .29 

6 パートナーとの関係性において、男性の権利は女性より強いと思う。 .14 .27 .14 

  

（２）DV に対する認知 

明らかになった暴力認知尺度の 2 因子について A 群、B 群、C 群の平均点を比較した。「DV

被害への誤った見方」は A 群と比較して B 群（p<.001）、C 群（p=.006）が有意に高かった

（F(2,772)=16.03, p<.001, 偏η2=.04）「DV の蓋然性の高さ」は C 群が、A 群（p=.032）、B 群

（p=.030）より有意に高かった（F(2,772)=3.43, p=.033, 偏η2=.01）。 
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図 17 群別の DVに対する認知 

（３）DVに対する認知との関連 

 DVに対する認知の因子得点との相関係数を表 11に示した。DVに対する認知は、対象者の

年齢や暴力の継続期間、DVの被害状況ともほぼ関連しなかった。 

表 11 DVに対する認知との相関係数 

 因子 年齢 暴力継続期間 VAWS 物理的 DV 心理的 DV 

DV被害に対する誤った見方 .06 .01 .03 .05 -.02 

DVの蓋然性の高さ .13** .09* .06 .01 .11** 

p<.05*, p<.01**  

属性との関連は、「DV被害に対する誤った見方」のみ在職状況と関連があり（F(3,16.71)=8.42, 

p<.001）、無職者が有職者（p=.009）、休職者（p=.030）、学生（p=.019）より低かった。 
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vii. 相談行動 

（１）身近な相手・公的相談窓口への相談の有無  

暴力行為について、最近 1 年間に周囲の身近な人に相談した者は合計 269 名（28.3%）、公的

な相談窓口に相談した者は合計 143 名（15.1％）であった。そのうちどちらにも相談している人が

106 名（11.1％）で、身近な人にのみ相談していたのが 163 名（17.2％）、公的な窓口にのみ相談し

ていたのが 37 名（3.9％）、いずれにも相談していない人は 644 名（67.8%）であった。 

対象者とパートナーのジェンダーの組み合わせ別では、どちらにも相談している人が A 群 436

名のうち 32 名（7.3%）、B 群 403 名のうち 34 名（8.4%）、C 群 111 名のうち 40 名（36.0%）であっ

た。身近な人へのみの相談は A 群 107 名（24.5%）、B 群 40 名（9.9%）、C 群 16 名（14.4%）で、公

的な窓口のみの相談は A 群 11 名（2.5%）、B 群 22 名（5.5%）、C 群 4 名（3.6%）であった。 

群によって相談行動にはばらつきがあり（χ2(6)=113.54, p<.001, V=.24）、A 群は相対的に身近

な人にのみ相談している割合が高く、どちらにも相談している人や公的な相談窓口にのみ相談し

ている割合が低かった。B 群は公的相談窓口のみへ相談した人、誰にも相談していない人の割合

が高く、両方に相談している人や身近な人に相談している割合が低かった。C 群はどちらにも相

談している割合が高く、相談していない割合が低かった。 

  

（２）相談した身近な相手 

身近な相談相手について、全体では「自分自身の親や兄弟姉妹、親戚」138 名（13.9%）、「友

人・知人」108 名（10.9%）、「パートナーの親や兄弟姉妹、親戚」71 名（7.2%）の順で多かった。 

身近な人に相談した 269 名のうち、相手が 1 種類だった人は 183 名（68.0%）、2 種類だった人

は 64 名（23.8％）、3～5 種類の相手に相談した人は 22 名（8.2％）であった。 
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図19 暴力行為に対する１年以内の相談行動

どちらにも相談した 身近な相手のみ 公的な相談窓口のみ どちらにも相談していない
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（注）各群の nは「身近な人・公的相談窓口どちらにも相談した人」と「身近な人のみに相談した人」の合

算。 

（３）身近な相手に相談した理由 

次に、身近な人に相談した 269名が相談した理由を示した。全体で最も多い理由が「気持ちが

スッキリしたり楽になったりすると思ったから」121名（45.0%）であり、「よい意見やアドバイス、解

決法を教えてもらえると思ったから」103名（38.3%）、「ひとりで悩んでいても、状況は改善しない」

74名（27.5%）が続いた。「その他」に該当する理由はなかった。 
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図20 相談した身近な相手（複数回答）

親、兄弟姉妹、親戚 パートナーの親、兄弟姉妹、親戚
子ども 友人・知人
職場・アルバイトの関係者

0 50 100 150

相談すれば解決する

相手が解決のために協力してくれる

よい意見やアドバイス、解決法を教えてもらえる

気持ちがスッキリしたり楽になったりする

相手が励ましてくれる

ひとりで悩んでいても、状況は改善しない

ひとりで悩んでいたら、余計状況が悪化する

どうすればよいか分からなかった

被害が深刻だった

子どもを守りたい

相手が気にかけて声をかけてくれた

人数

図21 身近な相手に相談した理由

A群(n=139) B群(n=74) C群(n=56)
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（４）身近な相手に相談した結果 

いずれかの身近な相手に相談して「状況が改善した」のは 78名（29.0%）、「変わらなかった」の

は 177名（65.8%）、「悪化した」のは 14名（5.2%）であった。また、群によって異なり（χ2(4)=10.77, 

p=.029, V=.14）、相対的に A群が改善した割合が低く、不変の割合が高かった。また、C群は不変

の割合が低く、悪化した割合が高かった。 

 

次に、相談相手別（重複あり）に相談した結果を表 12に示した。パートナーの家族・親類に相談

した 71名に、状況が改善した人が 38.0%と最も多く含まれていた一方で、自分自身の子どもに相

談している 35名の中には、状況が改善した人は 25.7%と少なかった。 

表 12 相談した身近な相手と相談結果 

相談した身近な相手 全体 
改善 不変 悪化 

n % n % n % 

自分自身の親や兄弟姉妹、親戚 138 46 33.3 84 60.9 8 5.8 

パートナーの親や兄弟姉妹、親戚 71 27 38.0 42 59.2 2 2.8 

自分自身の子ども 35 9 25.7 23 65.7 3 8.6 

友人・知人 108 31 28.7 71 65.7 6 5.6 

職場・アルバイトの関係者 33 10 30.3 23 69.7 0 0.0 

 n=269 

 

相談した結果別に対象者を分けて相談相手

の種類数を比較したところ、相談して改善した

人の方が相対的に相談相手の種類が多かった

が、有意な結果ではなかった。 
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図22 身近な相手に相談した結果

状況は改善した 状況は変わらなかった 状況は悪化した
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（５）既知の公的相談窓口 

DVについて相談できる公的相談窓口を事前に知っていたと回答したのは、A群 28名

（6.4%）、B群 11名（2.7%）、C群 3名（2.7%）の合計 42名（4.4%）であった。そのうち 13名は具体

的名称の記載がなかった（「忘れた」「分からない」「ない」「名前は知らない」等）。 

挙げられた具体的な窓口は「自治体・市役所・区役所（の相談窓口）」12名、「役所の女性相談」

「警察」各４名、「弁護士・弁護士会」が 3名、「厚生労働省」が 2名、「役所の家庭相談」「家庭裁判

所」「精神科医」「かけこみ 100番」「ウェイながおか」「法務省」が 1つずつであった。 

（６）相談した公的相談窓口 

公的相談窓口に相談した 143名について、相談先の内訳は多い順から警察 42名（29.4%）、男

女共同参画センター37名（25.9%）および配偶者暴力相談支援センター37名（25.9%）であった。

公的な窓口に相談した 143名のうち、分類が 1種類だった人が 93名（65.0%）、2種類だった人が

24名（16.8％）、3種類以上の窓口に相談した人が 22名（35.0％）であった。 

 

 （注）各群の nは「身近な人・公的相談窓口どちらにも相談した人」と「公的相談窓口のみに相談した

人」の合算。 
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図24 相談した公的な窓口（複数回答）

配偶者暴力相談支援センター

婦人相談所

男女共同参画センター

警察

その他の公的な機関・専門家（市役所、保健師、ケースワーカーなど）

医療関係者（医師、看護師、精神保健福祉士、心理士など）

民間のカウンセラー・カウンセリング機関

法律関係者（弁護士・弁護士会、法務局、地方法務局、人権擁護委員など）

学校関係者（教員、養護教諭、スクールカウンセラーなど）

コミュニティセンター
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（７）公的な窓口に相談した理由 

いずれかの公的相談窓口に相談した 138名が相談した理由のうち、最も多い理由が「相手が

解決のために協力してくれると思った」52名（36.4%）であり、「よい意見やアドバイス、解決法を教

えてもらえると思った」45名（31.5%）、「相談すれば解決すると思った」42名（29.4%）が続いた。

「その他」の理由として、「過呼吸で病院に運ばれて問診された時に聞かれた」「離婚に向けて証

拠」「リハビリを妨害したのでリハビリ担当の理学療法士他に相談した」が挙げられた。 

  

  

0 20 40 60

相談すれば解決する

相手が解決のために協力してくれる

よい意見やアドバイス、解決法を教えてもらえる

気持ちがスッキリしたり楽になったりする

相手が励ましてくれる

ひとりで悩んでいても、状況は改善しない

ひとりで悩んでいたら、余計状況が悪化する

どうすればよいか分からなかった

被害が深刻だった

以前からよく知っていて頼りになる

子どもを守りたい

周囲の身近な人に相談することを勧めてもらった

その他

人数

図25 公的な窓口に相談した理由

A群(n=43) B群(n=56) C群(n=44)
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（８）公的な窓口に相談した結果 

いずれかの公的相談窓口に相談して「状況が改善した」のは 40名（28.6%）、「変わらなかった」

のは 83名（59.3%）、「悪化した」のは 17名（12.1%）であった。群によって結果に差はなかった（χ

2(4)=5.14, p=.27, V=.14）。 

 

次に、相談先別（重複あり）に相談した結果を表 13に示した。割合では、民間のカウンセラー・

カウンセリング機関に相談した 15名に、改善した人が 46.7%と最も多く含まれた。次いで、配偶者

暴力相談支援センターと警察が 40.5%、コミュニティセンター40.0%であった。 

 

表 13 公的相談窓口と相談結果 

相談窓口の種類 
全体 改善 不変 悪化 

n n % n % n % 

配偶者暴力相談支援センター 37 15 40.5 20 54.1 2 5.4 

婦人相談所 26 8 30.8 16 61.5 2 7.7 

男女共同参画センター 37 13 35.1 20 54.1 4 10.8 

警察 42 17 40.5 18 42.9 7 16.7 

その他の公的な機関・専門家 28 11 39.3 15 53.6 2 7.1 

医療関係者 31 12 38.7 14 45.2 2 6.5 

民間のカウンセラー・カウンセリング機関 15 7 46.7 5 33.3 3 20.0 

法律関係者 20 5 25.0 11 55.0 4 20.0 

学校関係者 9 3 33.3 4 44.4 2 22.2 

コミュニティセンター 10 4 40.0 5 50.0 1 10.0 

 n=143 
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図26 公的な窓口に相談した結果

状況は改善した 状況は変わらなかった 状況は悪化した
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相談先の種類別にみると、状況が改善した人の方が多くの種類の相談先に相談していた

（F(2,137)=4.00, p=.020, 偏η2=.06）。 

 

（９）相談していない理由 

次に、身近な相手には相談しておらず、その理由を回答した 676名の結果を示した。多い順か

ら「相談してもむだだと思った」166名（24.6%）、「自分にも悪いところがあると思った」160名

（23.7%）、「悩みを相談できる相手がいなかった」144名（21.3%）と続いた。 

また、公的相談窓口に相談しておらずその理由を答えた 807名において、相談していない理由

は多い順から「相談してもむだだと思った」223名（27.6%）、「自分にも悪いところがあると思った」

179名（22.2%）「どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかった」174名（21.6%）と続いた。 

身近な相手、公的相談窓口に相談していない理由のうち、「覚えていない」などの 25個の記述

を除く「その他」141個の記述を分類した結果、主に下記の理由が抽出された。 

  

⚫ すでにパートナーと離れた／別れるつもり 

⚫ すでに解決した／過去のことである 

⚫ 相談するほど深刻ではなかった 

⚫ 困っていなかった 

⚫ ＤＶとは思っていなかった 

⚫ 自分だけで解決できるから 

⚫ 自分も相手にやり返すから 

図 28 暴力行為を相談していないその他の理由の分類 
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図27 公的相談窓口に相談した結果
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 （注）各群の nは「身近な人・公的相談窓口どちらにも相談していない人」と「公的相談窓口のみに相談した人」の

合算。 

   

0 100 200

悩みを相談できる相手がいなかった

相談してもむだだと思った

自分さえがまんすれば、なんとかこのままやってい

ける

自分にも悪いところがある

恥ずかしかった

別れるつもりがなかった

相手の行為は愛情の表現だと思った

むしろ相手を守りたいと思った

そのことについて思い出したくなかった

他人に迷惑をかけたくなかった

他人に知られると、これまで通りのつき合い（仕事

や学校などの人間関係）ができなくなると思った

世間体が悪いと思った

相談相手の言動によって不快な思いをさせられる

相手にばれたときの仕返しが怖かった（もっとひど

い暴力や、性的な画像のばらまきなど）

相談して別れることになったとき子どもと離れる

のが嫌だった

自分の行動を相手に常に監視されていた

自分の性自認や性的指向を知られたくなかった

男性から被害を受けた女性ではないので、相談し

にくい

その他

人数

図29 身近な相手に相談していない理由

A群(n=297) B群(n=329) C群(n=55)
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（注）各群の nは「身近な人・公的相談窓口どちらにも相談していない人」と「身近な人のみに相談した人」の合

算。 

0 100 200 300

どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかった

相談してもむだだと思った

自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていける

自分にも悪いところがある

恥ずかしくて言えなかった

別れるつもりがなかった

相手の行為は愛情の表現だと思った

むしろ相手を守りたいと思った

そのことについて思い出したくなかった

他人に迷惑をかけたくなかった

他人に知られると、これまで通りのつき合い（仕事や学校な

どの人間関係）ができなくなる

世間体が悪いと思った

相談相手の言動によって不快な思いをさせられる

相手にばれたときの仕返しが怖かった（もっとひどい暴力

や、性的な画像のばらまきなど）

相談して別れることになったとき子どもと離れるのが嫌

だった

相談に必要な費用が不足していた

相談したり相談窓口に行ったりするための手段がなかった

自分の行動を相手に常に監視されていた

自分の性自認や性的指向のことを知られたくなかった

男性から被害を受けた女性ではないので、相談しにくいと

思った

その他

人数

図30 公的な窓口に相談していない理由

A群(n=393) B群(n=347) C群(n=66)
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viii. 相談行動との関連要因 

（１）居住地との関連 

相談行動の起きやすさには、DV経験者の居住地が関連する可能性が考えられる。そのため、

相談行動との関連をカイ二乗検定で調べた。その結果、居住地は、身近な相手・公的相談窓口へ

の相談とそれぞれ関連し（χ2(4)=10.78, p=.029, V=.11; χ2 (4)=11.01, p=.026, V=.11）、大都市郊

外で相談した人の割合が高く（p<.05; p<.01） 、中小都市では相談した人が相対的に少なかった

（p<.05; p<.05）。 

  

  

  

（２）相談行動と暴力行為に関する認識との関連 

暴力行為への認識のタイプ（現在・過去×有無）と相談行動の種類（身近・公的×有無）の関連

を、カイ二乗検定で検討した。結果を表 14～16に示した。セル内の△は有意に多い、▼は有意に

少ないことを表す。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大都市中心部

大都市郊外

中小都市

町村部

農山漁村

人数

図31 居住地別の身近な相手への相談行動

相談した 相談していない
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図32 居住地別の公的相談窓口への相談行動

相談した 相談していない
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対処必要性の認識は、相談行動と関連し（χ2 (9)=151.31, p<.001, V=.23）、現在認識がある人

は身近な人・公的窓口に相談している人が多かった（p<.001）。また、過去に認識があった人は、身

近な人にのみ相談している人が多かった（p<.001）。現在または過去に認識がない人は、いずれに

も相談していない人が多かった（p=.031, p<.001）。 

 

表 14 暴力行為への対処必要性の認識と相談行動の関連 

 相談行動 
対処必要性の認識 

現在あり 現在なし 過去あり 過去なし 

両方 △ 56 ▼ 8 16 ▼ 26 

身近のみ 37 33 △ 49 ▼ 44 

公的窓口のみ 8 9 6 14 

両方相談していない ▼ 66 △ 144 ▼ 102 △ 332 

 

不当な暴力の認識も相談行動と関連し（χ2 (9)=81.61, p<.001, V=.17）、現在認識のある人はど

ちらにも、あるいは身近な人には相談していることが多く（p<.001; p=.039）、過去に認識のある人

も身近な人にのみ相談する傾向があった（p=.001）。 

 

表 15 不当な暴力の認識と相談行動の関連 

相談行動 
不当な暴力の認識 

現在あり 現在なし 過去あり 過去なし 

両方 △ 43 21 13 ▼ 29 

身近のみ △ 37 33 △ 44 ▼ 49 

公的窓口のみ 6 11 7 13 

両方相談していない ▼ 77 133 103 △ 331 

DV の認識も相談行動と関連し（χ2 (9)=145.98, p<.001, V=.23）、不当な暴力の認識と同様の

傾向が見られた。 

表 16 ＤＶの認識と相談行動の関連 

  相談行動 
ＤＶの認識 

現在あり 現在なし 過去あり 過去なし 

両方 △ 45 19 14 ▼ 28 

身近のみ △ 30 40 △ 24 ▼ 69 

公的窓口のみ 5 12 4 16 

両方相談していない ▼ 37 173 ▼ 44 △ 390 
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（３）相談行動を予測する要因 

身近な相手への相談行動がある場合を基準として、身近な相談行動がない場合の年齢、暴力

被害の程度、DV への認知を説明変数とするロジスティック回帰分析（強制投入法）を実施した。

その結果、全体的には年齢が高いほど相談行動が起きにくく、心理的 DV の被害を頻繁に受けて

いるほど相談行動が起きやすかった。 

 

表 17 身近な相手への相談行動に関連する量的変数（全体） 

説明変数 近似標準回帰係数 OR 95%信頼区間 p 値 

年齢 .21 1.03 1.02-1.05 .00 

暴力継続期間 -.09 0.98 0.96-1.00 .06 

VAWS -.06 0.96 0.88-1.03 .25 

物理的 DV -.14 0.94 0.88-1.00 .04 

心理的 DV -.16 0.87 0.78-0.96 .01 

DV 被害への誤った見方 .00 1.00 0.96-1.05 .96 

DV の蓋然性の高さ .05 1.04 0.96-1.13 .30 

  

次に、A~C 群でも同様のロジスティック回帰分析を行った。A 群は全体と同じ傾向があり、年

齢が高いほど身近な相手への相談行動が起きにくく、心理的 DV の被害を頻繁に受けているほ

ど身近な相手への相談行動が起きやすかった。一方 B 群は、物理的 DV の被害を頻繁に受けて

いるほど、身近な相手への相談行動が起きやすかった。C 群は、身近な相手への相談行動を予測

する有意な要因が見られなかった。 

 

表 18 身近な相手への相談行動に関連する量的変数（A 群） 

説明変数 近似標準回帰係数 OR 95%信頼区間 p 値 

年齢 .19 1.03 1.01-1.05 .00 

暴力継続期間 -.10 0.98 0.95-1.01 .12 

VAWS .00 1.00 0.91-1.10 1.0 

物理的 DV -.04 0.98 0.89-1.07 .64 

心理的 DV -.21 0.85 0.74-0.97 .01 

DV 被害への誤った見方 -.06 0.97 0.92-1.03 .38 

DV の蓋然性の高さ .01 1.01 0.90-1.12 .92 
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表 19 身近な相手への相談行動に関連する量的変数（B 群） 

説明変数 近似標準回帰係数 OR 95%信頼区間 p 値 

年齢 0.18 1.03 1.00-1.06 .03 

暴力継続期間 -0.02 1.00 0.94-1.05 .87 

VAWS -0.16 0.87 0.74-1.02 .09 

物理的 DV -0.31 0.84 0.75-0.95 .00 

心理的 DV -0.01 1.01 0.80-1.29 .91 

DV 被害への誤った見方 0.13 1.07 0.98-1.17 .11 

DV の蓋然性の高さ 0.05 1.05 0.89-1.25 .57 

 

表 20 身近な相手への相談行動に関連する量的変数（C 群） 

説明変数 近似標準回帰係数 OR 95%信頼区間 p 値 

年齢 0.14 1.02 0.96-1.09 .48 

暴力継続期間 -0.03 0.99 0.91-1.08 .89 

VAWS -0.08 0.94 0.67-1.31 .71 

物理的 DV -0.31 0.88 0.75-1.05 .15 

心理的 DV -0.15 0.88 0.62-1.26 .50 

DV 被害への誤った見方 -0.13 0.94 0.80-1.10 .41 

DV の蓋然性の高さ 0.23 1.23 0.94-1.61 .14 

 

次に、公的相談窓口への相談行動についても同様の分析を行った結果、全体的には年齢が高

いほど、また DV の蓋然性の高さを認知しているほど相談行動は起きにくく、物理的 DV の被害

を頻繁に受けているほど相談行動が起きやすかった。 

表 21 公的相談窓口への相談行動に関連する量的変数（全体） 

説明変数 近似標準回帰係数 OR 95%信頼区間 p 値 

年齢 .19 1.03 1.01-1.06 .01 

暴力継続期間 -.06 .99 0.95-1.02 .43 

VAWS -.10 .93 0.83-1.03 .17 

物理的 DV -.21 .90 0.83-0.96 .00 

心理的 DV -.14 .88 0.76-1.03 .10 

DV 被害への誤った見方 -.12 .94 0.89-1.00 .06 

DV の蓋然性の高さ .19 1.19 1.04-1.35 .01 



43 
 

さらに、A~C 群でも同様のロジスティック回帰分析を行った。A 群は、公的相談窓口への相談

行動を予測する有意な要因が認められなかった。それに対して、B 群は物理的 DV の被害を頻繁

に受けているほど DV 公的相談窓口への相談行動が起きやすく、C 群は DV の蓋然性の高さを

認知しているほど相談行動が起きにくかった。 

表 22 公的相談窓口への相談行動に関連する量的変数（A 群） 

説明変数 近似標準回帰係数 OR 95%信頼区間 p 値 

年齢 0.18 1.03 1.00-1.06 .08 

暴力継続期間 -0.04 0.99 0.95-1.04 .73 

VAWS -0.14 0.91 0.79-1.05 .18 

物理的 DV -0.03 0.99 0.90-1.08 .76 

心理的 DV -0.22 0.83 0.69-1.01 .06 

DV 被害への誤った見方 0.06 1.03 0.95-1.11 .52 

DV の蓋然性の高さ -0.01 1.00 0.83-1.19 .96 

表 23 公的相談窓口への相談行動に関連する量的変数（B 群） 

説明変数 近似標準回帰係数 OR 95%信頼区間 p 値 

年齢 0.15 1.03 0.99-1.07 .21 

暴力継続期間 -0.09 0.98 0.92-1.03 .37 

VAWS -0.03 0.98 0.79-1.20 .81 

物理的 DV -0.38 0.81 0.70-0.94 .01 

心理的 DV -0.04 0.96 0.67-1.37 .82 

DV 被害への誤った見方 -0.17 0.91 0.82-1.02 .11 

DV の蓋然性の高さ 0.21 1.22 0.98-1.53 .07 

表 24 公的相談窓口への相談行動に関連する量的変数（C 群） 

説明変数 近似標準回帰係数 OR 95%信頼区間 p 値 

年齢 0.24 1.05 0.97-1.14 .24 

暴力継続期間 -0.06 0.98 0.87-1.11 .76 

VAWS -0.26 0.79 0.56-1.10 .17 

物理的 DV -0.23 0.90 0.75-1.07 .23 

心理的 DV -0.10 0.90 0.61-1.32 .60 

DV 被害への誤った見方 -0.18 0.89 0.76-1.05 .17 

DV の蓋然性の高さ 0.44 1.63 1.16-2.29 .00 
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ix. 相談しやすい体制 

（１）相談しやすい手段 

DV について相談しやすい手段を複数尋ねた結果、メール 353 名（37.2%）、電話 294 名

（30.9%）、対面 285 名（30.0%）、LINE275 名（28.9%）、チャット 191 名（20.1%）、ビデオ通話 66 名

（6.9%）であった。その他の手段には、「顔の見えない対面」が 2 名、「第三者を挟む」が 1 名、「手

紙」が 1 名含まれていた。 

  

 

公的相談窓口に相談したことがある人とない人とで、相談しやすい手段に違いがあるかを検討

した。その結果、対面相談（χ2 (1)=37.92, p<.001, V=.20）とビデオ通話（χ2(1)=80.00, p<.001,  

V=.29）を相談しやすいと答えていた人には、公的相談窓口に相談したことのある人が多く含まれ

ていた。反対に、メール（χ2(1)=17.27, p<.001, V=.14）や LINE（χ2(1)=10.76, p=.001, V=.11）で相

談しやすいと答えていた人には、公的相談窓口に相談したことのない人の方が多く含まれてい

た。電話（χ2(1)=1.51, p=.220, V=.04）とチャット（χ2(1)=2.34, p=.126, V=.05）では、有意な差は見

られなかった。 

（２）相談しやすい相談員の性 

次に、相談しやすい相談員の性について尋ねた。全体では「女性」が 454 名（47.1%）で最も多

く、「性別は問わない」が 395 名（41.0％）、「男性」は 111 名（11.5%）であった。4 名（0.4%）は「な

い」という回答であった。A 群においては「女性」が 300 名（68.6%）と過半数を占めたが、「男性」

を選択した人も 6 名（1.4%）いた。B 群においては「性別は問わない」が最も多い 233 名（56.6%）

で、次いで「女性」が 105 名（25.5%）であった。C 群では「女性」が 49 名（42.6%）と比較的多かっ

た。 

0

100

200

300

400

人
数

図33 DVについて相談しやすい手段

A群 B群 C群



45 

 

  

（３）その他の相談しやすい条件 

その他に相談しやすくなる条件を自由記述で尋ねた。「特にない」「分からない」等の記述を除く

460名の回答をコーディングして内容を整理したものを表に示した。 

自由記述の内容を大きく分けると、相談の枠組みや相談環境などに言及する「相談形式の条

件」、相談の具体的な対応に言及する「相談対応の条件」、相談相手の属性や態度を表す「相談

員の条件」、相談者側の要因である「相談者の条件」、相談機関を知ってもらうことそのものに言

及する「相談の周知」、いずれにも該当しなかった「その他」の５分類に分けられた。 

最も多かったのは「匿名性」に関する記述で、相談先に自分の情報を明かしたくない人が多か

った。これに関連して、相談したことを DVの相手や周囲に知られないように「プライバシーの保

護」や「秘密厳守」を相談機関に求めている記述も多かった。 

次に多かったのは「時間」に関する記述で、自分の相談したい時間にすぐ対応してもらえること

や話す時間の制限がなくなることを求める記述が多かった。 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A群 B群 C群 全体

図34 相談しやすい相談員の性

男性 女性 性別は問わない
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表 25-1 相談しやすい条件 

分類 小分類 n 例 例２

相
談
形
式
の
条
件

時間 38 予約が取りにくいので、すき間

時間に相談できるようなチャッ

トやＬＩＮＥがあると嬉しかっ

た。もう過去なので、今思う

と、という感じですが。

待たされずに話ができる

費用 29 お金がかからなくて相談できる

環境

相談料が無料か 1 回 1000 円以下

で済む。

ツール 29 LINE や YouTube などの広告な

どでよく見るような分かりやす

く気軽に相談出来るサイトや

Instagram などがあると良いと思

う

手軽に連絡できる方法があれば

良いと思う。例えばアプリとか

があり、入れてあればすぐ相談

できそう。

非対面・対面 13 顔を合わさない 相談する時に顔を隠したい、モ

ザイクをかけて欲しい

形態 2 相手とともに相談

数 7 相談窓口の数、対応人数を増や

す

場所 10 ショッピングモールにある 身近過ぎる場所にないこと。

環境 7 横並びの椅子の位置 相談しやすい環境

身近さ 4 身近にいること

匿名性 42 こちらの情報を明かさないで相

談できればいい

こちらの名前を言わなくていい

ならば

プライバシー

保護

13 相談したことが相手に知られる

こと

家庭内な事情の話なので他言し

ない、プライバシーを厳守して

相談しやすい環境を作って頂く

秘密厳守 30 個人の情報を完全に外部に漏ら

さない守秘義務を完全に、遵守

してくれるなら。

人に知られない、悟られないな

ら
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表 25-2 相談しやすい条件（つづき） 

分類 小分類 n 例 例２

相
談
対
応
の
条
件

気軽さ 22 「機関」っぽさがなければもう

少しハードルが低くなると思

う。

深刻でない程度でも気軽にアド

バイスがもらえるなら

雰囲気 4 落ち着ける雰囲気であれば 安心出来る

解決する・

対応方法

23 話を聞いてくれるだけでは解決

しないので、行動を何かおこし

てほしい

相手に約束させれるくらいの効

果

継続性 3 解決まで継続できるなら 引き継ぎがスムーズ

助言 2 いいｱﾄﾞﾊﾞｲｽの提示

アウトリーチ 4 子育て大丈夫ですか？って保健

師さんや市区町村の担当者が相

談にのってくれるように、検診

ついでにそういうのもあると良

い。

ネットで予約ができて自宅まで

話を聞きに来てもらえたらいい

なと思います。

相
談
員
の
条
件

親身な姿勢 15 親身に聞いてくれる 親身に聞いてくれる相談員さん

が増えること

人間性 8 優しい感じの方 自分が直感的に信用できると思

う相談員がいれば

親しみやすさ 9 話しやすさ 友達みたいな関係になれる人な

ら相談できると思う。

傾聴 12 とにかく話を聞いてくれて、否

定しないこと

敏感に気持ちを察して欲しい

専門性 11 理解が早い 法的な知識

同世代 4 同年輩の相談員

性別 4 まず同性の職員が出てきて、そ

のあと男性がいい女性がいいと

選べると話しやすいと思う。

同性のほうが相談しやすいから

被害経験 5 似たような経験をした人が担当

である事

実際に被害にあった経験のある

人が相談相手だったら、気持ち

を分かってもらえそうな気がし

て、相談しやすくなると思いま

す。
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表 25-3 相談しやすい条件（つづき） 

分類 小分類 n 例 例２

相
談
先
の
周
知

認知度の向上 29 もっと問い合わせ先を公にして

ほしい。電話番号を覚えやすく

してほしい。

いろいろな相談窓口があると言

うことが今より広く認識される

こと

周知方法 13 TV やラジオでお知らせをする 窓口を DV 限定にするのではな

く、周りから何で相談している

のか分からないように、窓口の

名前等を工夫する。

わかりやすさ 14 検索しやすさ 相談先がわかりやすいといい

事前の情報公

開

21 あらかじめ相談員の方のプロフ

ィールがわかる

自分の経験していることがとて

も小さな出来事と思ってしまえ

ば、相談しにくくなる。相談を

した人の体験談など、解決法も

含めてパンフレットなどでしら

せてくれると、相談機関への敷

居が低くなる。

そ
の
他

DV の認識 5 啓発が大事だとおもう。本人は

その状況が dv だとおもわない 

どのようなことが DV になるの

かもっと認知度を上げた方がい

いと思う（YouTube に広告を出

すとか）

社会の変化 9 人権意識の拡大 DV に対する偏見 

今のままでい

い

3 特に感じることは無い。今のま

までも必要であれば相談する

現状でいいのでは

相談しない・

必要ない

18 他人に相談するほどのことでも

無い

どのようになっても親友以外に

は相談はしない

相談したくな

い

3 プライバシーの問題を初対面の

他人になんか信用ならないしと

おり一辺倒な回答しか得られな

い

他の件で相談に行った時、部署

をたらい回しされ、何の役にも

立たない公務員だと思いまし

た。二度と行きたくありませ

ん！
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x. セクシャルマイノリティ（C 群）の DV

セクシャルマイノリティ、すなわち DV の相手が同性であるか、被害者がシスジェンダーではな

い場合、DV 被害の被害経験率や暴力行為の認識、DV の認知、相談行動にどのような特徴があ

るのか詳しく検討するために、ここからは本研究で C 群に該当する対象者 111 名についてのみ

分析した。

（１）ジェンダー・年齢

C 群に含まれるジェンダーの組み合わせは（１）シス男性 vs 男性、（２）シス女性 vs 女性、（３）

MTF vs 男性、（４）MTF vs 女性、（５）FTM vs 男性、（６）FTM vs 女性、（７）X ジェンダー vs 男

性、（８）X ジェンダー vs 女性の８種類である。 

平均年齢は 40.10±13.16 歳で、20 代が 34 名、30 代が 28 名、40 代が 22 名、50 代が 17 名、

60 代が 10 名で、全体より 20～30 代の若年層が多かった（表 26）。 

人数の偏りから、パートナーが同姓である（C-1）シス男性 vs 男性（n=59）、（C-2）シス女性 vs 女

性（n=34）と、対象者がシスジェンダーではない（C-3）その他（n=18）に分けてみていくこととする。 

表 26 C 群の属性の内訳 

対象者の性 n 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 

シス男性 vs 男性 59 17 14 11 11 6 

シス女性 vs 女性 34 11 7 8 4 4 

MTF vs 男性 6 2 3 1 

MTF vs 女性 3 1 1 1 

FTM vs 男性 4 1 1 2 

FTM vs 女性 1 1 

X ジェンダー vs 男性 3 1 1 1 

X ジェンダー vs 女性 1 1 

小計 111 34 28 22 17 10 

（２）暴力被害経験

C 群の中の 3 群に分けて、VAWS とその他の暴力行為の各項目の暴力被害経験の頻度を表

27～28 に示した。 
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表 27 Ｃ群の VAWS の被害経験率 

項目 C 群 
ない ときどき よくある

n % n % n % 

1 殴る、蹴るなどの暴力を振るう 

1 39 66.10 15 25.42 5 8.47 

2 22 64.71 10 29.41 2 5.88 

3 12 66.67 5 27.78 1 5.56 

2 たたく、強く押す、腕をぐいっと引っ張

るなど強引にふるまう

1 37 62.71 19 32.20 3 5.08 

2 20 58.82 13 38.24 1 2.94 

3 13 72.22 5 27.78 0 0 

3 気に入らないことがあると大きな声で

怒鳴ったりする

1 29 49.15 25 42.37 5 8.47 

2 15 44.12 15 44.12 4 11.76 

3 11 61.11 3 16.67 4 22.22 

4 怒って壁をたたいたり、物を投げたり

する

1 28 47.46 21 35.59 10 16.95 

2 18 52.94 14 41.18 2 5.88 

3 8 44.44 9 50.00 1 5.56 

5 パートナーのやることや言うことを怖

いと感じる

1 28 47.46 25 42.37 6 10.17 

2 17 50.00 13 38.24 4 11.76 

3 9 50.00 5 27.78 4 22.22 

6 気が進まないのにパートナーから性

的な行為を強いられる

1 32 54.24 21 35.59 6 10.17 

2 20 58.82 12 35.29 2 5.88 

3 11 61.11 6 33.33 1 5.56 

7 もめごとが起こった時、話し合いで解

決するのは難しい

1 10 16.95 33 55.93 16 27.12 

2 9 26.47 19 55.88 6 17.65 

3 5 27.78 8 44.44 5 27.78 
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表 28-1 Ｃ群のその他の暴力行為の被害経験率 

項目 C 群 
ない ときどき よくある

n % n % n % 

1 生活費を渡さなかった 

1 40 67.80 14 23.73 5 8.47 

2 24 70.59 8 23.53 2 5.88 

3 5 27.78 9 50.00 4 22.22 

2 貯金を勝手に使われた 

1 36 61.02 19 32.20 4 6.78 

2 20 58.82 11 32.35 3 8.82 

3 7 38.89 10 55.56 1 5.56 

3 あなたが働くことを妨害した 

1 37 62.71 17 28.81 5 8.47 

2 25 73.53 5 14.71 4 11.76 

3 9 50.00 6 33.33 3 16.67 

4 避妊に協力しなかった 

1 38 64.41 14 23.73 7 11.86 

2 18 52.94 12 35.29 4 11.76 

3 10 55.56 5 27.78 3 16.67 

5 刃物やその他の凶器を使うと

脅したり、実際に使ったりした

1 39 66.10 15 25.42 5 8.47 

2 27 79.41 6 17.65 1 2.94 

3 12 66.67 4 22.22 2 11.11 

6 窒息させようとしたり、やけど

を負わせたりした

1 42 71.19 13 22.03 4 6.78 

2 26 76.47 6 17.65 2 5.88 

3 11 61.11 4 22.22 3 16.67 

7 侮辱したり、自尊心を傷つける

ようなことを言ったりした

1 31 52.54 23 38.98 5 8.47 

2 20 58.82 10 29.41 4 11.76 

3 7 38.89 6 33.33 5 27.78 

8 無視したり、冷たく扱ったりし

た

1 31 52.54 21 35.59 7 11.86 

2 17 50.00 13 38.24 4 11.76 

3 6 33.33 10 55.56 2 11.11 

9 あなたがどこにいるのか常に

知ろうとした

1 37 62.71 16 27.12 6 10.17 

2 22 64.71 7 20.59 5 14.71 

3 7 38.89 10 55.56 1 5.56 

10 浮気をしているのではないか

と、しつこく疑った

1 35 59.32 19 32.20 5 8.47 

2 21 61.76 10 29.41 3 8.82 

3 11 61.11 6 33.33 1 5.56 

11 男性と話すと怒った 

1 36 61.02 16 27.12 7 11.86 

2 19 55.88 11 32.35 4 11.76 

3 10 55.56 7 38.89 1 5.56 
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表 28-2 Ｃ群のその他の暴力行為の被害経験率（つづき） 

項目 C 群 
ない ときどき よくある

n % n % n % 

12 女性と話すと怒った 

1 34 57.63 18 30.51 7 11.86 

2 25 73.53 4 11.76 5 14.71 

3 13 72.22 5 27.78 - - 

13 あなたの友達に会わせないよ

うにした

1 39 66.10 14 23.73 6 10.17 

2 23 67.65 9 26.47 2 5.88 

3 12 66.67 6 33.33 0 0 

14 実家や親族との付き合いを制

限した

1 38 64.41 13 22.03 8 13.56 

2 27 79.41 6 17.65 1 2.94 

3 9 50.00 7 38.89 2 11.11 

15 人前でけなしたり、恥をかか

せるようなことを言ったりした

1 39 66.10 16 27.12 4 6.78 

2 24 70.59 8 23.53 2 5.88 

3 10 55.56 7 38.89 1 5.56 

16 あなた自身や、家族・友人な

どあなたにとって大切な人を、傷

つけると脅した

1 41 69.49 14 23.73 4 6.78 

2 25 73.53 6 17.65 3 8.82 

3 12 66.67 4 22.22 2 11.11 

17 あなたが病気で寝込んでい

るときでも、家事をせずにあなた

にさせた

1 43 72.88 8 13.56 8 13.56 

2 23 67.65 8 23.53 3 8.82 

3 7 38.89 8 44.44 3 16.67 

18 あなたに「だれのおかげでお

前は食べられるんだ」等と言った

1 39 66.10 16 27.12 4 6.78 

2 22 64.71 10 29.41 2 5.88 

3 10 55.56 4 22.22 4 22.22 

Ｃ群の中の 3 群について、VAWS（F(2,110)=0.198, p=.82）、物理的 DV 因子（F(2,110)=0.53, 

p=.59）、心理的 DV 因子（F(2,110)=1.61, p=.20）のいずれの得点にも有意な差は見られなかっ

た。

（３）暴力行為の継続

現在も暴力行為が継続している人は C-1 群で 26 名（44.1%）、C-2 群で 15 名（44.1%）、C-3 群

で 10 名（55.6%）であり、過去に暴力行為があった人は C-1 群で 33 名（55.9%）、C-2 群で 19 名

（55.9%）、C-3 群で 8 名（44.4%）であった。 
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（４）暴力行為への認識 

現在も暴力行為が継続しているＣ群の 51 名のうち、対処の必要性の認識があるのは C-1 群

が 15 名（25.4%）、C-2 群が 7 名（20.6%）、C-3 群が 8 名（44.4%）で、不当な暴力の認識があるの

は C-1 群が 12 名（20.3%）、C-2 群が 7 名（20.6%）、C-3 群が 7 名（38.9%）、DV の認識があるの

は C-1 群が 11 名（18.6%）、C-2 群が 5 名（14.7%）、C-3 群が 8 名（44.4%）であった。 

 過去に暴力行為があった人のうち、対処の必要性の認識があったのは C-1 群が 4 名（6.8%）、

C-2 群が 1 名（2.9%）、C-3 群が 3 名（16.7%）であった。不当な暴力の認識があったのは C-1 群が

4 名（6.8%）、C-2 群が 3 名（8.8%）、C-3 群が 2 名（11.1%）であった。DV の認識があったのは C-1

群が 6 名（10.2%）、C-2 群が 3 名（8.8%）、C-3 群が 2 名（11.1%）であった。 

 

（５）DV に対する認知 

「DV 被害への誤った見方」（F(2,63)=2.50, p=.09）、および「DV の蓋然性の高さ」（F(2,63)=0.38, 

p=.68）は、群による得点の違いは見られなかった。 

（６）相談行動 

暴力行為について最近 1 年間に周囲の身近な人および公的な相談窓口のどちらにも相談した

人は C-1 群で 18 名（30.5%）、C-2 群で 11 名（32.4%）、C-3 群で 11 名（61.1%）であった。身近な

人にのみ相談していたのは C-1 群で 7 名（11.9%）、C-2 群で 7 名（20.6%）、C-2 群で 2 名

（11.1%）、公的な窓口にのみ相談していたのが C-1 群で 2 名（3.4%）、C-2 群で 2 名（5.9%）、いず

れにも相談していない人は C-1 群で 32 名（54.2%）、C-2 群で 14 名（41.2%）、C-3 群で 5 名

（27.8%）であった。 
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図35 Ｃ群の暴力行為への認識

対処の必要性 不当な暴力 DV
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（７）相談しやすい体制 

DV について相談しやすい手段は、対面 41 名（36.9%）が最も多く、次にメール 34 名（30.6%）、

電話 31 名（27.9%）、LINE26 名（23.4%）が続いた。 

 

相談しやすい相談員の性は、C-1 群で「男性」が 28 名（46.7%）と多く、C-2 群と C-3 群は「女

性」が 23 名（63.9%）、11 名（57.9%）と多かった。 
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Ⅳ．考察 

i. 結果のまとめ 

本調査は、親密なパートナーとの１年間の関係性において（１）暴力のためのスクリーニング尺度

（VAWS）が 9 点以上、（２）VAWS に含まれない 18 種類の暴力行為が 20 点以上というどちらか

一つの基準でも該当する成人 1,000 名を対象としたアンケート調査を行った。そのうち有効回答

950 名のデータを分析した。 

対象者は、「性を問わない DV」を明らかにしようとする本調査の目的に沿い、多様な性・性的

指向が含まれるように、シスジェンダーのサンプリングの人数を制限した。結果として、分析対象

者の性とそのパートナーの性との組み合わせは 10 通りに分けられ、人数は次のような内訳となっ

た。（※＆の左辺が本調査の対象者の性） 

① シス女性&男性 423 名 

② シス男性&女性 428 名 

③ シス男性&男性 59 名 

④ シス女性&女性 34 名 

⑤ MTF&男性 6 名 

⑥ MTF&女性 3 名 

⑦ FTM&男性 4 名 

⑧ FTM&女性 1 名 

⑨ X ジェンダー&男性 3 名 

⑩ X ジェンダー&女性 1 名 

①を A 群、②を B 群、③～⑩を C 群とする３群に分けて下記の分析を実施した。 

暴力被害について 

 VAWS の項目のうち、「もめごとが起こった時、話し合いで解決するのは難しい」は、どの群

でも経験率が６～７割と最も高かった。Ａ群とＢ群は「気に入らないことがあると大きな声で

怒鳴ったりする」が次に高く、Ｃ群は「怒って壁をたたいたり、物を投げたりする」「パートナー

のやることや言うことを怖いと感じる」が同率で経験率が高かった。 

 その他の暴力行為については「無視したり、冷たく扱ったりした」がどの群でも経験率が約５

割と最も高かった。次いで「侮辱したり、自尊心を傷つけるようなことを言ったりした」がどの

群でも高かった。 

 今回の調査で尋ねた全ての暴力行為、すなわち先行研究で DV と捉えられてきた暴力行為

はほとんど、A 群や B 群に比べて C 群で経験頻度が多かった。 

 ＶＡＷＳの得点は、Ｂ群に比べてＡ群とＣ群で高かった。 

 その他の暴力行為のうち、物理的ＤＶはＣ群で高く、心理的ＤＶはＢ群で低かった。 
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 農山漁村に住んでいる、休職中である、最終学歴が中卒である者は、物理的ＤＶの経験頻

度が相対的に高かった。 

 現在も暴力行為を継続して体験している人は全体の 4 割弱で、平均継続年数は 6.11 年で

あった。年齢が高いほど暴力継続年数も長かった。 

暴力の認識やＤＶの認知について 

 自分が現在受けている暴力行為に対して、対処する必要性があると認識している人、不当な

暴力であると認識している人は約 45%で、DV であると認識している人は 3 割程度であっ

た。約４割の人はいずれの認識もなかった。 

 不当な暴力である認識やＤＶである認識を持つ人は、相対的にＢ群で少なかった。 

 ＤＶ被害を受け入れたり被害者にも原因があるとするような誤った見方は、Ａ群と比べてＢ群

やＣ群に高く、ＤＶは起きても仕方がないといった認知はＣ群で高かった。 

 これらの３つの認識は、暴力の被害程度と関連していた。 

暴力行為に関する相談行動について 

 最近１年間における暴力行為に関する相談行動について、Ａ群は身近な人にのみ相談してい

る割合が高く、Ｂ群は公的相談窓口のみや誰にも相談していない人の割合が高く、Ｃ群は身

近な人と公的相談窓口の両方に相談している割合が高かった。 

 身近な人に相談した約３割の人の相談相手は、A 群と C 群では家族・親族が最も多かった

が、B 群では友人・知人が最も多かった。 

 身近な人に相談した理由は、A 群は「気持ちがスッキリしたり楽になったりする」ことを挙げた

人が最も多かったのに対し、B 群は「よい意見やアドバイス、解決法を教えてもらえる」こと、

C 群は「相手が解決のために協力してくれる」ことが多かった。 

 身近な人に相談した人のうち、3 割弱の人は状況が改善したが、7 割弱の人には変化がなか

った。パートナーの家族や親族に相談した人に、状況が改善した人が最も多く含まれていた。 

 DV について相談できる既存の公的相談窓口を知っている人は対象者の 4.6%しかいなかっ

た。 

 公的相談窓口に相談した２割弱の人の相談先は、A 群と B 群では警察が最も多く、C 群で

は男女共同参画センターと配偶者暴力相談支援センターが最も多かった。 

 公的相談窓口に相談した理由について、A 群は「よい意見やアドバイス、解決法を教えても

らえる」ことを挙げた人が最も多かったのに対し、B 群とＣ群は「相手が解決のために協力し

てくれる」ことが多かった。 
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 公的相談窓口に相談した人のうち、3 割の人は状況が改善したが、6 割弱の人には変化がな

かった。民間のカウンセラー・カウンセリング機関に相談した人の中に、改善した人が最も多く

含まれた。 

 身近な人に相談していない理由について、Ａ群は「相談してもむだだと思った」、Ｂ群は「自分

にも悪いところがあると思った」、C 群は「悩みを相談できる相手がいなかった」がそれぞれ

多かった。 

 公的相談窓口に相談していない理由について、Ａ群と B 群は「相談してもむだだと思った」、

C 群は「どこに相談してよいのかわからなかった」が多く挙げられた。 

 自分の受けた暴力行為について、客観的に深刻であったかどうかは別にして、「問題ではな

い」「嫌ではない」「困っていない」「深刻ではない」と考えている人や「自分たちで解決でき

た」など、そもそも誰かに相談して対処する必要がある行為ではなかったと考えているため

に、誰にも相談をしていない人が少なくなかった。 

 パートナーからの行為に対処の必要性や、不当な暴力である、DV であるという認識がある

人の方が、相談行動を起こしていた。 

 心理的 DV の被害が大きく、年齢が若いほど、身近な相手への相談行動が予測された。 

 物理的ＤＶの被害が大きく、年齢が若く、ＤＶを仕方ないとは考えていない方が、公的相談窓

口への相談行動を予測した。 

望ましい相談体制について 

 DV に関して相談しやすい手段を複数選んでもらった結果、メールを選んだ人が 4 割弱で最

も多く、その次に電話、対面、LINE という順番で続いた。 

 公的相談窓口に相談している人の方が、対面やビデオ通話を相談しやすいと答え、公的相

談窓口に相談していない人の方が、メールや LINE を相談しやすいと答えていた。 

 DV に関して相談しやすい相談員の性は、全体で「女性」が約半数と多く、特に A 群は約 7

割の人が「女性」と回答していた。B 群では「性別は問わない」人が約 6 割と多かったが、「女

性」を希望する人も 4 人に 1 人の割合でいた。同性であれば相談しやすいというわけではな

かった。 

 その他、DV について相談しやすい条件として、匿名性や秘密厳守、即時対応などの相談形

式の条件や、相談をすれば解決につながること、相談の気軽さや相談員の親身な姿勢といっ

た条件が挙げられたほか、相談先の情報を周知する必要性に言及されたものも多かった。 
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Ｃ群について 

 Ｃ群のうち、パートナーが同性で回答者がシス男性のＣ－１群、パートナーが同性で回答者

がシス女性のＣ－２群、回答者自身が性的マイノリティのＣ－３群に分けて検討したところ、

ＤＶ被害経験については有意な違いは見られなかった。 

 ＤＶに対する対処必要性や不当な暴力であるといった認識のある人の割合は、Ｃ群のうちＣ

－３群が他の２群より高かった。 

 暴力行為についての相談行動は、Ｃ－１群でだれにも相談できていない人が多く、Ｃ－３群

では身近な人や公的相談窓口に相談できている割合が高かった。 

 相談しやすい相談手段は対面を選ぶ人が最も多かった。相談しやすい相談員の性について

は、C-1 群のみ「男性」を多く選んでいた。 

 

ii. 本調査から明らかになった性を問わない DV 被害 

DV 被害の実態 

本調査では、二者関係の間に何らかの暴力行為が発生している対象者の性と、そのパートナー

の性の組み合わせに 10 通りが見出された。パートナーから大声で怒鳴られる、無視されたり冷た

く扱われたりする、侮辱されたりするといった心理的ＤＶは、性を問わないパートナー間でしばし

ば経験されるものであることが明らかになった。この結果は、被害者と加害者のジェンダーの組み

合わせを限定せずに、あらゆる性のパートナー関係に DV を想定して支援体制を整えていくこと

の重要性を表している。 

本研究では、対象者とパートナーの性の組み合わせを大きく３つに分けて DV の様態を検討し

た。まず、DV の典型例と考えられてきた男性パートナーからシス女性に対する暴力については、

女性パートナーからシス男性に対する暴力の被害経験率と比較すると、物に当たるような間接的

な暴力や性的行為の強制、生活や家事に関連する制限や暴言の経験率が高かった。また、パート

ナーの言動を怖いと感じる割合も、シス男性よりシス女性のほうが高かった。一方で、女性パート

ナーからシス男性に対する暴力は、シス男性の周囲の関係性を制限するような行為――浮気の

疑い、自分以外の女性と話すと怒る、友人や家族との付き合いの制限――の被害経験率が相対

的に高かった。 

このように異性パートナーの暴力行為の被害経験に男女で異なる傾向があったことには、生物

学的な性（sex）――例えば女性の方が身体的に小柄で力が弱い――、そして社会的な性
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（gender）――例えば男性が仕事や経済を担い女性は家事を担う――、それぞれの差が反映され

ていると考えられる。例えば、日本ではまだ女性の圧倒的多くが男性に代わって家事を担ってい

るため、男性よりもパートナーから生活や家事に制限や暴言を受ける機会は多くなるであろう。ま

た、女性の方が男性パートナーから間接的な暴力を受けた経験が高いことは、女性よりも男性の

方が二者関係における怒りなどの感情を物にあたって表出しやすい、ということなのかもしれな

い。シス男性より、シス女性の方が異性パートナーを怖いと感じていたことは、一般に女性の方が

命の危険を感じるような深刻な暴力を受けやすく、暴力行為の衝撃が男性よりも大きく認知され

やすい（松並ら，2017）といった知見からも説明できる。 

シス女性よりシス男性のほうが、異性パートナーから関係性を制限される経験率が高かったこ

とは、「夫婦なら、相手の行動や交友関係を知るのは当たり前」という考えが男性より女性に多か

ったこと（内閣府男女共同参画局，2018）や、大学生を対象にしたデート DV の調査で男性の方が

精神的暴力としての束縛を多く受けていたこと（上野・松並・青野，2018）とも類似している。DV

は、病的な嫉妬心や支配・束縛したりする依存的な恋愛観との関連が示されており（中村，2002； 

松並ら，2017）、嫉妬深さはしばしばＤＶ加害者が持ちうる心理的特徴とされてきた。女性はこうい

った心理を行動に反映させやすいのかもしれない。これらの心理要因の存在をふまえると、DV

予防には、単に暴力行為の予防という視点だけでなく、二人の自立した良好な関係性の構築をサ

ポートする視点が必要不可欠であろう。 

次に、シスジェンダーと異性パートナーという組み合わせ以外のパートナー間 DV についても

解明を試みた。その結果、ジェンダーや性的指向がマイノリティの人たちのＤＶ被害経験率は、シ

スジェンダーの人に比べて全体的に高いことが明らかになった。先行研究でも性的マイノリティの

DV 被害経験率は高いことが示されており（Stephenson & Finneran, 2013；Whitton et al., 2019）、

本調査はこれを支持する結果となった。 

2020 年代に入り性的マイノリティに対する理解が社会的に広がりつつあるものの、いまだ市民

権を得たとは言い難い。そのため、本調査の対象となった性的マイノリティの人たちが、自分自身

が男女という二分的な性別に当てはまらないジェンダーであることを、そもそもパートナーに伝え

ていなかったり、家族や周囲の友人に同性パートナーと交際していることを打ち明けていなかった

りする可能性は十分にある。こういった事情の開示は、決して周囲や社会に強制されるものでは

ない。しかしながら、性的マイノリティに対するこうした社会構造がもたらすクローズドな関係性

が、一種の閉鎖性・密室性として作用した場合には、暴力を引き起こす要因となりうる（cf. 斎藤，

2013）。そのため、性的マイノリティのパートナー間暴力を防ぐ過程においては、多様なジェンダー

や関係性が社会的に受け入れられていくことが伴う必要があるのは言うまでもない。 
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DV 被害の認識 

 本調査の結果から、暴力被害を多く受けている人ほど、受けている行為の不当性や、自らが

DV に遭っていることに気づいたり、何らかの対処をする必要性を認識したりする可能性は高いと

いえる。しかしながら、これらの認識を有していた対象者の VAWS の平均点がカットオフよりも高

かったため、客観的に DV の可能性が指摘される基準に達しても、被害者は不当な暴力や DV を

認識できないことも示唆される。本調査の対象者――すなわち DV と客観的に判断されうる行為

を受けた経験のある人――の中には、「問題ない」「困っていない」と答えた人が 100 名ほど含ま

れていた。そのため、パートナー間で起きた行為の暴力性・不当性を判断するには、加害者の行

為だけでなく、二人の親密性や二人をとりまく環境、行為の起きた経緯や文脈によるのが実情な

のであろう。 

また、対処必要性の認識を持つ人の割合はシス男女の間に差がなかったのに対して、不当な暴

力や DV であるという認識を有する人は、シス男性に少なかった。これは、シス男性が身近な人に

相談していない理由に、「自分にも悪い所があると思ったから」を最も多く挙げていることにも関

連するように思われる。Eckstein & Cherry (2015)によれば、「男性の友人が女性の恋人から暴力

を受けた」という仮定で被害男性について自由記述させた結果、被害男性が適切な男性らしさを

欠いていることについての非難や、男性側に非難に値する内面的な特徴や経験（過去の暴力や物

質乱用）を知覚している記述があった。すなわち、男性が女性から暴力を受けるのは男性が悪い

からである、という考えが少なからず浸透していたのである。日本においても、ＤＶという言葉そ

れ自体に「男性から女性パートナーへの暴力」という意味がほとんど包含されてきたため、男性が

暴力を受けるのは男性が悪いからである、という考えが男性被害者に内面化されてしまっている

可能性は高い。結果として、男性が女性パートナーから受けている行為を、「不当である」「DV で

ある」と認識することは難しくなっていると考えられる。 

さらに、自分自身のジェンダーがマイノリティである人よりも、パートナーが同性である人に、暴

力行為への対処の必要性や DV の認識のある人が少なかった。DV が同性愛の間にも起こりうる

ことは社会的にほとんど啓蒙されていないため、同性パートナー間の暴力を本人たちが問題と捉

えにくい可能性がある。また、対処必要性や DV の認識の低さは、特にシス女性と女性パートナー

の組み合わせで顕著であった。先述したようにシス男性も女性パートナーからの暴力を不当だと

認識しづらいことを考えると、DV の加害者が女性である場合には、そのパートナーは受けた行為

を不当である、と認識しづらいと考えられる。 

一般的な DV に対する認知について、シス女性はシス男性や性的マイノリティの人と比較して、

ＤＶに対する誤った見方や DV を仕方ないものと捉える傾向が少なかった。女性の方が男性より
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も暴力容認傾向が低いことは、先行研究でも示されている（松並ら、2017）。しかし、DV に対する

認知は、対象者がパートナーから受けた暴力行為の被害とは全く関連がなかった。そのため、ここ

で回答された DV に対する一般的な認知は、対象者自身の DV 被害経験に基づくものではない

可能性がある。例えば、社会が主に女性の被害者に向けて DV 被害の啓発活動を十分行ってき

た結果、シス女性が他のジェンダーよりも、ＤＶに対する正しい知識や認識を身に着けてきたこと

の表れかもしれない。以上の結果から、今後は DV が異性パートナー間に限らず、あらゆる性の

パートナー間で起きうるものとして、予防啓発を行っていくことが肝要である。 

ＤＶ被害についての相談行動 

1 年間の暴力行為に対する相談行動は、パートナーの性の組み合わせによって異なる傾向を

示した。女性パートナーを持つシス男性は、主に意見や助言を求めて公的相談窓口にのみ相談し

ているか、「自分にも悪い所がある」と考えて誰にも相談していないことが多かった。しかし、公的

相談窓口への相談自体が、シス女性より多く行われていたことは特徴的である。 

独居高齢者を対象に援助要請について調査した高橋・小池・安藤（2015）は、男性が女性に比

べて援助要請の対象に、家族や親せきではなく行政を選ぶことが多かったと報告している。男性

は身近な相手に相談するよりも、公的相談窓口の方が相談しやすい可能性がある。ただし、今回

の調査では、相談の促進要因が物理的 DV に限られたため、身体的な暴力がなければ不当な暴

力や DV を受けているという認識を持てなかったり、相談しようとは思えなかったりすることが示

唆される。 

反対に、シス女性は相談が徒労に帰すことを懸念して、公的相談窓口への相談が行われにくか

った。公的相談窓口への促進要因も、本調査では明らかにすることができなかった。シス女性に

おいては、暴力の深刻度や DV に対する認識で相談行動が抑制されているという以前に、自分の

希望に適う（例えば無料の、時間を選ばない）相談窓口を知らないことが、公的相談窓口への相

談の少なさに影響している可能性がある。公的相談窓口に対する女性からの相談を促進するに

は、窓口の相談対応やその効果について情報公開し、女性の懸念を緩和していくことも重要と考

えられる。 

性的マイノリティの人々は、他者に相談している割合がシスジェンダーの人々よりも高かった。

全体的に心理的 DV や物理的 DV の被害が多く、年齢が若いほど相談行動は起きやすかった

が、本調査の性的マイノリティの人たちには 20～30 代の若年層が多く、DV 被害の経験率も高か

ったことが関連する可能性がある。相談した公的相談窓口は、男女共同参画センターや配偶者暴

力相談支援センターが最も多く挙げられ、自分自身の相談できる窓口を認知している人は比較

的多かったと考えられる。その一方で、相談しなかった性的マイノリティの人々は、「悩みを相談で
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きる相手がいなかった」「どこに相談してよいのかわからなかった」など、シスジェンダーと異なる

理由を多く挙げていた。先述したように、性的マイノリティであることを周囲に開示していないため

に、パートナーとの関係性について相談できる相手も見つけられていない可能性が考えられる。

また本調査では、シスジェンダーの人でも、パートナーからの行為や DV に困った際に相談できる

場所をほとんど把握していなかったことから、性的マイノリティの人々が得られる相談先の情報は

さらに限定されていることが推測される。DV の蓋然性の高さも、この層の公的相談窓口への相

談を抑制していた。したがって、性的マイノリティの人々の DV の相談を促すには、DV に対する

正しい理解を啓蒙すること、そして性的マイノリティの人でも相談できる窓口を周知していくこと

が必要である。 

公的相談窓口に相談している人の中には、身近な相手にも相談している人が多かった。しか

し、身近な相手や公的相談窓口に相談した人の約６~７割は、状況が変わらなかったか、悪化した

と回答していたことは重く受け止めねばならない。この結果だけで相談先と状況の変化の因果関

係が明らかになったわけではなく、実際に対応した相談窓口の対応が良くなかったのだと評価す

ることはできない。ただし、少なくともこの結果は、ＤＶ被害者に闇雲に相談行動を促す啓発的な

取り組みだけで、事態が簡単に改善するわけではないことを示唆している。 

相談した場合の結果を改善していくには、自殺対策のゲートキーパーを参考に、身近な人が相

談に乗る役割を担えるように養成する「DV ゲートキーパー養成」を展開することが有用であると

思われる。一般市民やさまざまな相談員を対象に教育研修を実施することで、周囲の適切な対応

が促されるようになるとともに、当事者が明確に DV の相談をしなくても、周囲が発見する確率も

高まるであろう。また、医療従事者に対する専門的な研修も重要となる。医療機関は、身体的な暴

力被害を発見したり、パートナー間暴力の背景にある精神疾患に気が付いたりする可能性がある

他、自治体の相談窓口や法律の専門家との連携などサポートの中心的役割を果たすことが期待

できる。そのためにも、DV を当事者の問題だけに矮小化せず、誰にでも起こりうるものとして扱

っていく重要性は高いといえる。 

今回の調査では、相談した後にどのような相談対応が行われたのかは不明であるため、今後は

状況の改善につながりやすい相談対応を明らかにすることが重要である。また、何を以て DV 被

害の状況が改善した、と捉えるべきかについては、緻密な議論が必要であろう。一口に状況の変

化といっても、その内容は暴力行為ばかりでなく、思い悩む当事者の心理的変化、関係性の修復

や離婚といった二人の関係性の変化、別居や引っ越しといった生活の変化など、多様に含まれる

からである。 
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性を問わない DV 被害のこれからの相談体制への示唆 

相談しやすい手段にはメールが最も多く選ばれたが、電話、対面、LINE を好む人は各 3 割と、

多種多様であった。コロナ禍で普及してきたビデオ通話を選択した人は少なく、相談しやすい手

段にはなり得ていないようである。メールが最も多く選ばれているのは、自殺念慮の相談におい

ても同様で（伊藤ら，2018）、相談しやすい条件の自由記述の内容から考えても、匿名性や即時

性、同期性といった性質が好まれている可能性が高い。興味深いことに、メールや LINE を好ん

でいる人の方が公的相談窓口に相談していなかった。そのため、DV 被害やパートナーとの関係

性については、メールや LINE を使って相談できる窓口を増やすことで、相談できる対象者層を

拡大できることが見込まれる。相談体制としては、できればメール相談をはじめとした複数の相談

手段で受け付けることが望ましいと考えられる。 

相談しやすい相談員の性について、気に留めない人も多くいたものの、全体的には女性を好む

人が多かった。特にこの傾向は異性パートナーを持つシス女性に顕著であったが、男性から被害

を受けている女性が、できれば同じ女性に相談に乗ってほしいと感じることは了解可能である。

同性パートナーを持つ女性も、男性より女性を相談しやすい性に選んでいたため、女性は自分自

身と同性の相手に相談することを、どちらかといえば好むと考えられる。一方で、男性は相談相手

に男性を特別好んだわけではなく、男性よりも女性を選んだ人の方が多かった。これは、相談者

の性がどうであれ、一般的な相談相手として女性が好まれる、ということかもしれない。 

ところで、今回の対象群の中で同性パートナーを持つ男性のみが、相談しやすい相手に積極的

に男性を選んでいた。男性は自分のパートナーと同性である相手の方が相談しやすいと感じるの

か、同性愛の人々が同性に相談しやすいと感じるのかは未だ明らかではないが、いずれにせよ、

相談しやすい相談員の性に、一対一対応の好みがあるわけではないことは明らかである。したが

って、DV 被害の相談体制としても、相談者と同性の相談員が対応すると一律に決めることはせ

ず、本人が相談しやすいと感じられる相談員が対応できるよう、特定の性で構成しない相談体制

を確保しておくことが望まれる。それに伴って、相談員側もあらゆる性の相談者に対応できるよう

に訓練をしておかなければならない。 

相談しやすい条件の自由記述を概観すると、「相談したい」と思えるときに気軽に相談できるよ

うな DV の相談体制が求められる傾向があった。一方で、相反する条件が挙げられていることも

目に留まる。例えば、「人にわかりづらい場所や名称」を望む人がいれば、「対面や自宅訪問」を望

む人、「非対面」を望む人も存在した。こういったニーズの差は一見すると矛盾するように思われ

るが、これには暴力被害の程度が関連する可能性がある。例えば、まだ DV かどうかも分からな

い段階であれば、気軽に立ち寄れる場所で、気軽に相談できることを望む人が多いことは想像し
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やすい。他方、性的マイノリティの人たちや暴力がいよいよ深刻になってきた人は、パートナーにも

知られないような場所に駆け込みたいと感じるかもしれない。今後は、相談手段や相談員の性の

多様性は担保しつつも、どういった対象者にどういった相談体制が望ましいのかについて、実現

可能性もふまえて精査していくことが必要である。 

さらに相談しやすい条件に「匿名性」、「プライバシーの保護」や「秘密厳守」を挙げる人が多か

ったのは、既存の DV 相談窓口の存在やその性質が、対象者に知られていないことを示唆してい

る。相談窓口の周知や広報をいかに推進していくかが、今後の DV 被害支援の鍵となる。先述し

た特定非営利活動法人 OVA のプレスリリースでは、DV に関連した用語をインターネットで検索

して相談を促す検索連動型広告を提示した場合に、年間で 13～19 万回は広告のクリックが行わ

れると推計している（特定非営利活動法人 OVA, 2020）。そのため、検索連動型広告等のプッシ

ュ型の情報発信（ICT を活用した選択的情報発信）を積極的に実施することも、DV 相談窓口の

認知度向上に貢献できるはずである。 

これまでの知見を踏まえて、DV の相談窓口を周知する際には、下図にあげた事実を同時に啓

発していくことが重要であると考えられる。 

 

 

図 39 DV 被害の支援のために必要だと考えられる啓発事項 

 

本調査の限界点 

本調査の限界点を 3 点述べる。第一に、性的マイノリティのパターンを厳密には反映しきれて

いないことである。出生時の性と現在の性自認、および性的指向によって対象者をサンプリングし

たが、分析に際して、性的指向ではなくパートナーの性との組み合わせで新たな３群に分類し直し

① あらゆる性のパートナー関係（性的マイノリティ、同性パートナー間を含む）で

DV が起こりうること 

② 誰もが DV の被害者・加害者となりうること 

③ 相談を受け付けているパートナーからの行為の内容や関係性 

④ DV に該当する暴力行為の内容（特に身体的暴力以外の暴力行為について） 

⑤ パートナーからの行為に困っている場合は、DV かどうかわからなくても相談

してほしいこと 

⑥ 相談体制や対応する相談員の情報 

 



65 
 

ていることが関連する。例えば、シスジェンダーのバイセクシュアルのうち、パートナーが異性だっ

た場合は、分析の中ではマイノリティとして扱うことができなかった。本人のジェンダーがマイノリ

ティである場合よりも、パートナーの性の組み合わせが同性である人の方が、相談は抑制される

ことが示唆されたため、バイセクシュアルでも異性と交際している場合はヘテロセクシュアルの人

たちと客観的には変わらないかもしれない。これらを含む性的マイノリティの捉え方について、今

後も詳細に検討していく必要がある。 

第二に、DV をパートナーからの行為という観点でしか扱っていないことである。現場では、DV

の判断をする前に、二人の関係性やコミュニケーション、パートナーの行為から受けた影響やその

深刻度、行為が行われた後の本人の対処など、複数の要素を聴いて複合的に判断することが一

般的である。今後の研究では二人の関係性や、暴力行為から受けた影響など、客観的な基準を

設けてサンプリングすることで、DV の様態をさらに細かく見ていくことができるようになるであろ

う。 

第三に、性的マイノリティの対象者が、シスジェンダーのヘテロセクシュアルの人たちに比べて

少なかったことである。性的マイノリティの人たちの DV 被害経験率や相談行動の割合が高かっ

たことに関連する可能性は否定できない。今後は、ホモセクシュアルやレズビアン、バイセクシュア

ル、アセクシュアルなどそれぞれの性的マイノリティの人たちを同数になるようにサンプリングして

調査を実施していくことが望ましい。 
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